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第１章 計画策定の趣旨 

 

１．計画の背景と位置付け 

１）計画の背景 

一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、｢廃棄

物処理法｣という。）第６条第１項に基づき策定するもので、本市の区域内から発

生する一般廃棄物の処理・処分について長期的・総合的視野に立った基本となる事

項について定めるものです。 

国では、循環型社会の形成に向けて循環型社会形成推進基本法をはじめ、廃棄物

処理法の改正や容器包装リサイクル法、家電リサイクル法といった各種リサイクル

法が制定されました。 

循環型社会形成推進基本法では、対象物を有価・無価を問わず「廃棄物」として

一体的にとらえ、製品等が廃棄物等となることの抑制を図るべきこと、発生した廃

棄物等についてはその有価性に着目して「循環型資源」としてとらえ直し、その適

正な循環的利用（再利用、再生利用、熱回収）を図るべきこと、循環的な利用が行

われないものは適正に処分することを規定し、これにより「天然資源の消費を抑制

し、環境への負荷ができる限り低減される社会」である「循環型社会」を実現する

こととしています。 

このような背景を踏まえ、本市においてもごみ処理・処分の４原則（ごみ処理・

処分の減量化、安定化、安全化、資源化）に加え、３Ｒ〔リデュース（発生抑制）、

リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）〕の推進を図るべく糸島市として一

般廃棄物処理基本計画を平成 28 年４月に策定しました。その後、令和２年度に一

般廃棄物処理基本計画の改定（以下、「前計画」という。）を行っています。 

前計画策定後、国では、「食品ロスの削減の推進に関する法律（以下、「食品ロ

ス削減推進法」という。）」（令和元年 10月法律第 19 号）や「プラスチックに係

る資源循環の促進等に関する法律（以下、「プラスチック資源循環法」という。）」

（令和３年６月法律第 60 号）が施行され、資源循環を一層促進する重要性が高ま

る中で、ごみ減量施策等の質も求められるようになっており、令和２年７月からレ

ジ袋の使用が有料化（無料配布禁止等）されています。 

本計画は、前計画の中間目標年度（令和７年度）をむかえたことに伴い、目標達

成状況等を検証するほか、国の新たな施策、市の課題及び新しいごみ処理施設の整

備に伴うごみ搬入量など長期に渡る推計が必要であることから、改めて 10 年間の

計画を策定するものです。 
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２）計画の位置付け 

本計画は、国、県の廃棄物関連の計画並びに糸島市長期総合計画、糸島市環境基

本計画と整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境基本法】 

・環境基本計画 

【循環型社会形成推進基本法】 

・循環型社会形成推進基本計画 

【廃棄物処理法】 

・廃棄物処理法基本方針 

・廃棄物処理施設整備計画 

 

・福岡県廃棄物処理計画 

・福岡県災害廃棄物処理計画 

・糸島市長期総合計画 

・糸島市環境基本計画 

・糸島市一般廃棄物処理基本計画 

(「生活排水対策推進計画」を含む。) 
・糸島市災害廃棄物処理計画 

・糸島市分別収集計画 ・糸島市一般廃棄物実施計画 
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２．計画の目標年度 

本計画は、令和６年度を基準年度とし、令和 17年度を計画目標年度とします。計

画期間は令和８年度から令和 17年度までの 10年間とし、５年後である令和 12 年度

を中間目標年度とします。 

なお、計画は概ね５年ごとに改定するほか、計画の前提となる諸条件の変動によっ

ては、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

３．計画の構成 

１）本計画の全体構成 

本計画は、ごみ処理に関する部分（ごみ処理基本計画）と生活排水処理に関する

部分（生活排水処理基本計画）で構成します。 

 

  

 

一般廃棄物処理基本計画 

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画 

令和 6 年度 令和 12 年度 令和 17 年度 

基 

準 

年 

度 

中 

間 

目 

標 

年 

度 

計 

画 

目 

標 

年 

度 
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２）本計画の内容構成 

本計画の内容構成は、次に示す全６章で構成しています。まず、第１章（本章）

で計画策定の趣旨、第２章で本市の地域概況の整理、第３～４章でごみ処理に関す

る現状の整理、処理に関する基本方針・計画のまとめ、第５～６章で生活排水処理

に関する現状の整理、処理に関する基本方針・計画としています。 

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

実態の整理及び課題の抽出 

 

基本方針・処理主体の設定 

 

人口・ごみ排出量・生活排水処理等に関する各種推計 

 

各種計画（収集運搬計画・中間処理計画・最終処分計画・その他事項） 

計画策定の趣旨 

地域概況の把握 

ごみ処理の現状と分析 

ごみ処理基本計画 

生活排水処理の現状と分析 

生活排水処理基本計画 

各論構成 

第１章 

第３章 

第２章 

第６章 

第５章 

第４章 
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４．計画の進行管理 

本計画の進行管理については、Plan（計画策定）、Do（実行）、Check（評価）、

Action（見直し）の PDCA サイクルの概念を導入するものとします。 

本計画から導入する PDCA サイクルについては「ごみ処理基本計画策定指針 環境

省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課」（平成 28年９月）に示さ

れた進行管理を基本として実施していくものとします。 

計画の進行管理の内容及び PDCAサイクルに関する模式図を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡ 

サイクル 

 

                                                                      

 

  

項  目 内   容 

Plan（計画策定） 

廃棄物処理法により一般廃棄物処理基本計画を策定します。 

策定した基本計画は、市民や事業者等へ情報提供し、広く周知してい

きます。 

Do（実行） 
基本計画に従って一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないう

ちに収集・運搬、処理（再生含む）・処分していきます。 

Check（評価） 
一般廃棄物処理システムの改善・進捗状況を客観的かつ定量的に点

検・評価していきます。 

Action（見直し） 

単年度単位での課題事項については、その都度改善を行っていくも

のとします。なお、本計画は概ね５年ごと、または計画策定の前提と

なっている諸条件に大きな変動があった場合は、見直しを行います。 

Ｐｌａｎ（計画策定） 

何をどのように実施するかを計画する。 

 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し） 

計画の継続・変更について検討する。 

 

Ｄｏ（実行） 

実施計画に従って施策を実行する。 

 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

計画の達成度合を評価し分析する。 
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第２章 地域の概況 

 

１．位 置 

本市は、福岡県の西部の糸島半島に位置し、東は福岡市、南は佐賀県唐津市、佐賀

市に接しています。 

また、政令市である福岡市とその周辺の 16市町で構成された、約 255万人の人口

規模を誇る福岡都市圏に属しています。この福岡都市圏は、福岡空港を介して国内各

地はもとより、アジア各国と直結しており、中でも中国上海と約 1.5時間、韓国ソウ

ルと約１時間という距離はビジネスや観光の面で大変有利です。 

本市北側には玄界灘に面した美しく変

化に富んだ海岸線が続き、南側には脊振山

系の山々が連なっています。中央部のなだ

らかな糸島平野には、広大な田園地帯が広

がり、東西に通る JR 筑肥線、国道 202 号

沿線を中心に市街地が形成されています。 

豊かな自然環境、新鮮な食材、多彩な観

光資源などの恵まれた素材を提供するこ

とで、福岡都市圏をはじめ、隣接する佐賀

県唐津市などから気軽に訪れるレジャー

スポットとして位置付けられ、サーフィ

ン、登山、グルメ、工房、農産品直売所な

どにおいて、市民レベルでの交流が活発化

しています。 

また、あわせて、住環境や情報インフ

ラなどの都市基盤の整備や知的資源を

生かした企業や研究所の誘致、地域の

国際化など、あらゆる分野で九州大学

との連携・交流を図りながら、学術研究

都市づくりを積極的に推進し、福岡県

や福岡市、産業界と連携し、九州大学を

核とした知の拠点づくりの一翼を担っ

ています。 

  

資料：第 4次福岡都市圏 

広域行政計画 

 

 

玄界灘 
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２．面積・土地利用 

本市の面積は 215.69km2で、東西約 24km、南北約 19km にわたり、福岡県下では第

６位の面積を有しています。 

土地利用構成を見ると、宅地が 9.5％、農用地が 19.1％、森林が 47.0％であり、

農地森林面積が６割以上を占める自然豊かな地域となっています。 

 

 

 

 

区分 面積(㎢) 構成比 

宅地 20.51  9.5%  

農用地 41.25  19.1%  

森林 101.32  47.0%  

その他 52.61  24.4%  

合計 215.69  100.0%  

資料：福岡県土地利用動向調査 

 

 

 

  

9.5％

19.1％

47.0％

24.4％

土地利用構成比

宅地

農用地

森林

その他
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３．歴史 

糸島半島は、弥生時代より大陸からの新文化の玄関口として知られていました。魏

志倭人伝では、この地に「伊都国」があり、古くから農耕が営まれ、文明が栄えたと

され、国指定史跡の平原遺跡（曽根遺跡群）、新町支石墓群、一貴山銚子塚古墳など、

現在も当時を偲ばせる遺跡や出土品が豊富に残されています。 

また、この地は大宰府政庁が設けられた時代に、防衛のために「怡土城」が築かれ

るなど、外交・国防上の要地として人々の往来が多かったものと推察されます。 

江戸時代には、現在の前原名店街を中心とした市街地が、唐津街道の宿場町として

にぎわい、以後、糸島の政治、経済、文化、交通の中心地として発展してきました。 

明治 22 年４月には市制町村制が施行され、全国一律に行われた町村合併により、

現在の糸島市域において、それまで 80 を超えていた村が 14 村となりました。その

後の明治 29年には、律令制導入以来続いてきた「怡土」「志摩」の両郡が合併して、

「糸島郡」が誕生しました。 

戦後、昭和 28 年の町村合併促進法の施行により、市町村合併が各地で進められ（昭

和の大合併）、昭和 30年には前原町、二丈村、志摩村の３つの自治体となりました。 

昭和 40年に二丈村と志摩村が町制を施行し、二丈町、志摩町となり、平成４年に

は前原町が市制を施行し、前原市となりました。更に、平成 22 年１月に「平成の大

合併」により糸島市が誕生し、現在に至っています。 
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４．人口と世帯 

本市の住民基本台帳によると、令和６年の人口は 104,021 人で、過去 10 年間で、

４％増加しています。 

同じく令和６年の世帯数は、46,752 世帯で、転入世帯の増加や核家族化の進行に

伴い増加していますが、一方、１世帯当たりの人員は年々減少しています。 

平成 27 年以降、人口はゆるやかに増加しており、世帯数も増加傾向にあります。 

 

 

 

 
※各年 10月 1 日の人口  

資料：住民基本台帳  

100,029

100,094

100,554

101,464

101,741

102,160
103,020

103,508

103,817

104,021
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100,000

120,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人口・世帯数の推移

人口 世帯数 世帯人員

(人,世帯) (人/世帯)

年 人口(人) 世帯数(世帯) 世帯人員(人/世帯)

平成27年 100,029 39,494 2.5

平成28年 100,094 40,076 2.5

平成29年 100,554 40,861 2.5

平成30年 101,464 41,978 2.4

令和元年 101,741 42,658 2.4

令和２年 102,160 43,421 2.4

令和３年 103,020 44,437 2.3

令和４年 103,508 45,249 2.3

令和５年 103,817 46,038 2.3

令和６年 104,021 46,752 2.2
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５．産業及び経済 

本市の産業をみると第３次産業の就業者数が多く、就業者数に占める割合は約７

割となっています。また、課税所得からみた令和４年度の経済規模は 2,434 億円とな

っています。 

 

項 目 単 位 年 度 数 量 

市町村民所得 億円 R４ 2,438  

事業所数 事業所 R３ 3,082  

第２次産業事業所数 事業所 R３ 516  

第３次産業事業所数 事業所 R３ 2,490  

労働力人口 人 R２ 48,953  

就業者数 人 R２ 46,685  

完全失業者数 人 R２ 2,268  

第１次産業就業者数 人 R２ 3,614  

第２次産業就業者数 人 R２ 8,056  

第３次産業就業者数 人 R２ 33,617  

雇用のある事業主数 人 R２ 1,286  

雇用のない事業主数 人 R２ 4,205  

市内で従業する就業者数 人 R２ 24,917  

他市町村への通勤者数 人 R２ 20,945  

他市町村からの通勤者数 人 R２ 6,746  

農業従事者数 人 R２ 2,546  

農業総産出額 百万円 R５ 19,130  

漁業経営体数 事業所 R３ 247  

海面漁業水揚げ量 トン Ｈ30 2,727  

製造事業所数 事業所 Ｒ２ 71  

製造事業所従業者数 人 Ｒ2 3,215  

製造品出荷額等（従業者４人以上） 百万円 Ｒ2 58,527  

卸・小売業数 事業所 R３ 764  

卸・小売業従業者数 人 R３ 5,825  

卸・小売業年間販売額 百万円 R３ 98,165  

観光入込客数 千人 R６ 7,539 

資料：糸島市統計白書、市町村要覧、国勢調査 

  



11 

６．開発計画の将来計画 

１）糸島市総合計画 

本市の上位計画である長期総合計画の概要（一般廃棄物に関する事項のみ）を次

表に示します。 

 

※第２次糸島市長期総合計画については、後期計画を策定中であるため、前期計画を記載しています。 

 

 

 

  

項目 概         要 

将
来
計
画 

◆第２次糸島市長期総合計画（令和３年３月） 

計画期間：前期：令和 3～７年度、後期：令和 8～１２年度 

将 来 像：『人とまちの魅力が輝く豊かさ実感都市いとしま』 

基本方針：【① 自立度の高い糸島づくり、② 魅力を磨き上げる糸島づくり、③ 住み

やすい・住み続けたい糸島づくり】 

基本目標： ① 未来社会で輝く子どもを育むまちづくり 

： ② 人と人がつながり助け合うまちづくり 

： ③ みんなの命と暮らしを守るまちづくり 

： ④ 健康で安心して暮らせるまちづくり 

： ⑤ ブランド糸島で活気あふれるまちづくり 

： ⑥ 快適で住みよいまちづくり 

 

計
画
概
要 

【快適で住みよいまちづくり】 

環境や景観の保全意識の向上に努め、環境美化活動への参加者の拡大や活動支援の充実を図

り、保全された自然環境や美しい景観による地域のブランド価値を高めます。 

また、ごみを減らすライフスタイルの定着に向けて、環境教育の充実などにより、３Ｒの推

進の強化・徹底を図ります。 

 

○ 循環型社会の確立 

環境基本法や循環型社会形成推進法に基づき、環境を保全するための総合的な計画を策定

し、ごみの減量化はもちろんのこと、資源の再利用、エネルギーの無駄遣いの削減、地球温

暖化物質の排出抑制、水素やバイオマスの活用をはじめとした多様なエネルギーの地域への

導入などを進めます。 

また、将来にわたって安心して暮らせる循環型社会システムの検討・実施に際しては、九

州大学の知的資源を最大限に活用します。 

 

○ 施策：再生可能エネルギーの推進と循環型社会の形成  

① 課 題 

３Ｒの推進によるごみ減量意識の普及・啓発に努めていますが、依然としてごみの減量

には至っていないことから、ごみ減量対策を強化するとともに、環境教育の充実を図って

いく必要があります。 

② 主な取組 

・有価資源回収団体への活動支援と地域での資源回収拠点の設置を推進します。 

・出前講座などで環境教育の充実を図ります。 
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２）糸島市環境基本計画 

本市では、令和７年 12 月に、環境の保全に関する施策の総合的・体系的な推進

を図り、市民や事業者がそれぞれの立場で、環境の保全に向けた取組を進める際の

指針となる「第２次糸島市環境基本計画（後期計画）」を策定しました。以下に概

要を示します。 

 

【計画名称】第２次糸島市環境基本計画（後期計画） 

【目標期間】令和３年度～令和12年度 

【基本理念】 

良好な環境の確保は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが市民の健康で文化的かつ快

適な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っ

ており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるお

それが生じていることにかんがみ、現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受す

るとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければな

らない。 

【取組の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

【
め
ざ
す
環
境
の
姿
】 

豊
か
な
自
然
と
住
み
や
す
い
環
境
を
未
来
に
つ
な
ぐ
ま
ち 

い
と
し
ま 

① 市民・事業者への啓発活動・行動変容促進 

② 再エネ設備・省エネ設備の普及促進 
③ モビリティの低炭素化 
④ 緑化による CO2 吸収と気候変動への適応 

⑤ 公共施設における再生可能エネルギー利用
の推進 

⑥ 公共施設における省エネルギーの徹底 

⑦ 公用車の電動化 
⑧ 廃棄物対策の取組（3R＋Renewbable の積

極的な推進） 

 

豊かな自然と恵みを未来へつなぐ 
① 生物多様性への理解促進と行動変容 
② 豊かな自然環境の保全と再生 

 

 
快適で住みやすい生活環境をつくる 

協働で環境づくりに取り組む 

① 地域美化の推進 

② 生活環境の保全 
③ 循環型社会の形成 

 

 

ゼロカーボンシティをめざす 

① 環境意識の向上 
② 協働の仕組みづくり 
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第３章 ごみ処理の現状と分析 

 

１．一般廃棄物処理事業に関する歴史 

本市の主な一般廃棄物処理事業に関する歴史を次表に示します。本市のごみ処理

は昭和 46 年より、し尿等の処理に関しては昭和 40 年より開始されており、現在は

糸島市クリーンセンター（ごみ処理施設、リサイクルプラザ）及び糸島市し尿処理セ

ンター（し尿処理施設）で、一般廃棄物を適正に処理・処分しています。 

 

年月日 沿 革 

昭和 2 年 8 月 1 日 前原町他 3 か村伝染病院組合設立以後、糸島郡内の旧 11 か村が組合に加入 

昭和 30 年 1 月 1 日 町村合併により糸島郡内 1 町 5 村となる 

昭和 36 年 9 月 1 日 糸島郡内 5 か村中、3 か村が福岡市に編入し、1 町 2 村となる 

昭和 39 年 4 月 1 日 前原町外 2 か村火葬場組合設立 

昭和 40 年 12 月 1 日 前原町でし尿処理施設建設（30KL/日） 

昭和 42 年 4 月 1 日 
糸島郡衛生施設組合設立 

（伝染病院組合と火葬場組合が合併） 

昭和 42 年 11 月 1 日 
前原町し尿処理施設に志摩町、二丈町が加入 

（し尿処理業を衛生施設組合に移管） 

昭和 45 年 1 月 1 日 糸島郡消防厚生施設組合に名称変更 

昭和 46 年 7 月 1 日 ごみ処理施設操業開始（機械化バッチ式 35ｔ/8ｈ） 

昭和 48 年 4 月 1 日 し尿処理施設増設（30KL/日増設し、60KL/日となる） 

昭和 51 年 5 月 1 日 し尿の一部海洋投棄開始 

昭和 58 年 4 月 1 日 糸島清掃センター操業開始（准連続燃焼式 80ｔ/16ｈ） 

昭和 59 年 4 月 1 日 
糸島清掃センター最終処分場操業開始 

（埋立容量：64,600ｍ³、埋立面積：10,500ｍ²） 

平成 4 年 10 月 1 日 前原市市制施行、糸島地区消防厚生施設組合に名称変更 

平成 7 年 4 月 1 日 
し尿処理施設（筑泉荘）操業開始（高負荷脱窒素処理方式＋高度処理） 

（処理能力：し尿 120KL/日、浄化汚泥 30KL/日） 

平成 9 年 7 月 1 日 海洋投棄全面禁止 

平成 12 年 4 月 1 日 

糸島市クリーンセンター操業開始 

（ガス化高温溶融炉：200ｔ/24h） 

（リサイクルプラザ：35ｔ/日） 

（埋立処分場：25,600ｍ³、浸出水処理施設：15ｔ/日） 

平成 22 年 1 月 1 日 前原市、志摩町、二丈町が合併し糸島市となる 

平成 26 年度～平成 28 年度 糸島市クリーンセンター（ごみ処理施設）基幹的設備改良工事の実施 

平成 29 年 4 月 1 日 
し尿処理センター処理方式の変更 

（高負荷脱窒素処理方式＋下水道放流） 

平成 31 年 4 月 1 日 
し尿処理センター処理能力の変更 96KL/日 

（し尿 42KL/日、浄化汚泥 54KL/日） 
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２．ごみ処理の流れ 

令和６年度の本市のごみ処理・処分の流れは以下のとおりとなっています。 

本市において排出されたごみは、店頭回収ごみ及び集団回収ごみ以外は全て「糸島

市クリーンセンター」へ持ち込まれ、クリーンセンター内の中間処理施設で処理して

います。 

 

 

 

 

 

 

                   残渣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資源ごみ 

不燃ごみ 

拠点回収ごみ 

店頭回収ごみ 

集団回収ごみ 

生ごみ 

糸島市クリーンセンター 

リサイクルプラザ 

資

源

化 

トレイ 

牛乳パック 

アルミ缶 

びん 

紙・布類 堆肥化（各家庭） 

可燃ごみ 

し尿汚泥 

医療ごみ 

産業廃棄物 

粗大ごみ 

糸島市クリーンセンター 

ごみ処理施設 

糸島市クリーンセンター 

ごみ処理施設(前処理設備) 

紙類 

金属類 

カレット 

ペットボトル 

トレイ 

その他 

スラグ 

メタル 

飛灰 

資

源

化 

資

源

化 
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３．ごみ排出量の実態及び性状 

１）本計画におけるごみ種類の定義 

本計画においては、「収集ごみ」と「直接搬入ごみ」の２種類の区分を用いて、

ごみ排出状況の実態を整理しています。 

まず、「収集ごみ」とは、本市が委託する収集業者がごみ集積所から収集したご

みと本市が許可した業者が事業所から収集したごみを定義しています。次に、「直

接搬入ごみ」とは、個人や事業者が直接本市の処理施設へごみを搬入するものや、

公共施設から本市の処理施設へ搬入するものの合計値として定義しています。 

なお、拠点回収、店頭回収や集団回収及び生ごみの堆肥化事業については、分別

収集区分としていない品目が主な資源化物となるため、前述した「収集ごみ」や「直

接搬入ごみ」以外の区分として位置付けました。  

次表に本計画でのごみ種類の名称に関する定義を整理しました。 

 

大区分 収集運搬 ごみ分別区分 本計画上名称 

収

集 

ご

み 

家庭系 委託業者 

もえるごみ 可燃ごみ 

缶類・びん類・ペットボトル 資源ごみ 

その他のもえないごみ 不燃ごみ 

粗大ごみ 粗大ごみ 

事業系 許可業者 

もえるごみ 可燃ごみ 

缶類・びん類・ペットボトル 資源ごみ 

その他のもえないごみ 不燃ごみ 

直 

接

搬

入

ご

み 

家庭系 

事業系 

個人搬入 

公共搬入 

もえるごみ 可燃ごみ 

缶類・びん類・ペットボトル 資源ごみ 

その他のもえないごみ 不燃ごみ 

粗大ごみ 粗大ごみ 

事業系 

許可業者 医療ごみ 医療ごみ 

委託業者 し尿汚泥 し尿汚泥 

個人搬入 産業廃棄物 産業廃棄物 

拠点回収 委託業者 牛乳パック・トレイ 資源ごみ 

店頭回収 回収業者 牛乳パック・トレイ 店頭回収ごみ 

集団回収 回収業者 
ダンボール・新聞紙・雑誌・アルミ缶 

びん類（一升びん・ビール瓶）衣類 
集団回収 

堆肥化 ― 生ごみ  

※表中の「し尿汚泥」については、平成 22年 11 月より搬入 
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４．ごみ排出量の実績 

１）ごみ総排出量 

人口は増加していますが、本市のごみ総排出量は減少傾向にあり、過去５年間で

は、3,146ｔ/年の減少となっています。 

なお、令和５年度のごみ総排出量の全国平均値は 851ｇ/人･日、福岡県平均値（集

団回収ごみ量除く）は 892ｇ/人･日、本市は 856ｇ/人･日であり、福岡県平均値よ

りも小さい値となっています。 

 

 
※ごみ総排出量＝（収集ごみ+直接搬入ごみ+集団回収） 

 

 

 

R６-Ｒ２

（比較）

行政区内人口 ＋1,861

（計画収集人口） (+1.8%)

▲ 3,146

(▲9.0%)

▲ 1,428

(▲5.1%)

▲ 1,246

(▲21.4%)

▲ 472

(▲36.9%)

▲ 100

(▲10.6%)

▲ 86

(▲9.5%)

▲ 51

(▲6.8%)

区分 単位 R２ R３ R４ R６

人 102,160 103,020 103,508 103,817 104,021

R５

31,925

収集ごみ ｔ/年 27,960 27,773 27,487 26,967 26,532

ごみ総排出量 ｔ/年 35,071 33,742 33,308 32,510

4,585

集団回収 ｔ/年 1,280 902 936 888 808

直接搬入ごみ ｔ/年 5,831 5,067 4,885 4,655

841

収集ごみ＋直接搬
入ごみ

ｇ/人･日 906 873 857 832 820

1人1日あたりの
ごみ排出量

ｇ/人･日 941 897 882 856

699 収集ごみ ｇ/人･日 750 739 728 710



17 

 

 

 

 

 

  

83.2%

14.3%

2.5%

ごみ排出量 令和6年度実績

収集ごみ

直接搬入ごみ

集団回収

85.3%

14.7%

クリーンセンターへの搬入量 令和6年度実績

収集ごみ

直接搬入ごみ
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２）可燃ごみ 

可燃ごみの排出量については、ごみ総排出量と同様に収集ごみ及び直接搬入ごみ

が減少しており、全体的に減少傾向となっています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

21,374 21,572 21,452 21,045 20,733 

4,122 3,876 3,754 3,733 3,660 
1,142 702 747 801 689 

461 497 648 651 656 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

R2 R3 R4 R5 R6

可燃ごみ排出量の推移

生活系収集ごみ 事業系収集ごみ 生活系直接搬入ごみ 事業系直接搬入ごみ

(ｔ)

(年度)

単位 R2 R3 R4 R5 R6

生活系 t/年 21,374 21,572 21,452 21,045 20,733

事業系 t/年 4,122 3,876 3,754 3,733 3,660

生活系 t/年 1,142 702 747 801 689

事業系 t/年 461 497 648 651 656

t/年 27,099 26,647 26,601 26,230 25,738

区分

合計

直接搬入
ごみ

収集ごみ
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３）資源ごみ 

資源ごみの排出量については、令和４年度まで増加傾向となっていましたが、令

和５年度に減少し、令和６年度に再び増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

685 705 729 713 724 

53 52 
59 59 55 

4 5 
5 4 4 

0

100

200

300
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R2 R3 R4 R5 R6

資源ごみ排出量の推移

生活系収集ごみ 事業系収集ごみ 生活系直接搬入ごみ 事業系直接搬入ごみ

(ｔ)

(年度)

単位 R2 R3 R4 R5 R6

生活系 t/年 685 705 729 713 724

事業系 t/年 53 52 59 59 55

生活系 t/年 4 5 5 4 4

事業系 t/年 0 0 0 0 0

t/年 742 762 793 776 783合計

直接搬入
ごみ

区分

収集ごみ
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４）不燃ごみ 

不燃ごみの排出量については、減少傾向となっています。 
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101 
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不燃ごみ排出量の推移

生活系収集ごみ 事業系収集ごみ 生活系直接搬入ごみ 事業系直接搬入ごみ

(ｔ)

(年度)

単位 R2 R3 R4 R5 R6

生活系 t/年 1,412 1,269 1,200 1,150 1,099

事業系 t/年 101 92 95 93 89

生活系 t/年 0 0 0 0 0

事業系 t/年 0 0 0 0 0

t/年 1,513 1,361 1,295 1,243 1,188合計

区分

直接搬入
ごみ

収集ごみ
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５）粗大ごみ 

粗大ごみの排出量については、減少傾向となっています。 
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粗大ごみ排出量の推移

生活系収集ごみ 事業系収集ごみ 生活系直接搬入ごみ 事業系直接搬入ごみ

(ｔ)

(年度)

単位 R2 R3 R4 R5 R6

生活系 t/年 213 207 198 174 172

事業系 t/年 0 0 0 0 0

生活系 t/年 2,778 2,149 1,711 1,410 1,394

事業系 t/年 259 300 358 346 368

t/年 3,250 2,656 2,267 1,930 1,934合計

収集ごみ

直接搬入
ごみ

区分
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６）その他のごみ 

その他のごみの排出量については、し尿汚泥が減少傾向、産業廃棄物は増加傾向、

医療ごみは横ばいの傾向となっています。 
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し尿汚泥 産業廃棄物 医療ごみ

(ｔ)

(年度)

単位 R2 R3 R4 R5 R6

し尿汚泥 t/年 892 963 838 842 800

産業廃棄物 t/年 283 435 557 583 657

t/年 12 16 21 18 17

t/年 1,187 1,414 1,416 1,443 1,474

区分

医療ごみ

合計
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５．ごみの性状 

本市が運営する「糸島市クリーンセンター（ごみ処理施設）」において１年間に４

回の頻度でごみ組成分析を実施しています。各年度のごみ組成分析結果（平均値）は、

次のとおりです。 

 

 

１）ごみの組成 

過去５年間のごみ種類組成調査結果の構成比（平均値）は、紙・布類の割合が 50％

と最も高く、次いでビニール類が 27％となっており、この２つの割合の合計が 77％

となっており、可燃ごみの大半を占めています。 

 

  

単位 R2 R3 R4 R5 R6 平均

紙、布類 49.1 60.0 46.1 48.9 46.8 50.2

ビニール類 32.4 32.7 26.6 21.2 22.1 27.0

木、竹、わら類 13.4 4.1 9.8 9.1 18.2 10.9

ちゅう芥類 2.5 1.2 11.5 11.4 8.5 7.0

不燃物類 1.6 0.5 1.9 4.7 1.4 2.0

その他 1.0 1.5 4.1 4.7 3.0 2.9

合　計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

㎏/ｍ³ 191 204 222 202 203 205

水分 37.3 47.1 47.0 46.7 43.6 44.3

可燃分 55.8 45.2 47.5 46.7 51.6 49.4

灰分 6.9 7.7 5.5 6.6 4.8 6.3

kJ/㎏ 9,195 8,428 8,445 8,040 9,175 8,657低位発熱量（実績値）

測定項目

ご
み
の
種
類
組
成

%

単位容積重量

3
成
分

%

50.2％
27.0％

10.9％

7.0％

2.0％ 2.9％

ごみの種類組成

紙、布類

ビニール類

木、竹、わら類

ちゅう芥類

不燃物類

その他
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２）ごみ三成分 

過去５年間のごみ三成分の構成比（平均値）は、水分が 44.3％、可燃分が 49.4％、

灰分が 6.3％となっており、本施設の計画条件（水分：32.8～50.6％、可燃分 36.3

～62.1％、灰分 5.1～13.1％）の範囲内となっています。 

 

 

 

３）低位発熱量 

過去５年間の低位発熱量は、8,040～9,195KJ/kgで推移しています。 

 

 

 

 

 

  

44.3％
49.4％

6.3％

ごみ３成分

水分

可燃分

灰分

9,195

8,428 8,445 8,040
9,175

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

R2 R3 R4 R5 R6

低位発熱量
(KJ/kg)

(年度)
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６．ごみの減量・再生利用の実績 

１）市民によるごみ減量・再資源化 

（１）生ごみの堆肥化 

家庭から排出される生ごみの減量を図るために、本市では生ごみの堆肥化容器

等の購入費に対して補助を実施しています。令和２年度から令和６年度までの補

助基数は 8,147 基となっています。ごみの減量化を推進することを目的として、

今後も補助を継続していきます。 

 

区 分 単 位 R２ R３ R４ R５ R６ 

補助基数 基 1,824 1,837 1,695 1,477 1,314 

 

（２）資源回収 

本市では、地域子ども会、行政区やリサイクルグループ等の団体が実施する資

源回収活動に対して回収奨励補助金を交付しています。過去５年間の回収量の推

移は以下のとおりで、808～1,280ｔ/年となっています。ごみの減量化を推進す

ることを目的として、今後も補助を継続していきます。 

 

区 分 単 位 R２ R３ R４ R５ R６ 

紙類 ｔ 1,192 845 886 839 762 

布類 ｔ 60 36 31 28 30 

アルミ缶 ｔ 15 12 11 12 11 

びん類 ｔ 13 9 8 9 5 

合 計 ｔ 1,280 902 936 888 808 
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２）行政によるごみ減量・再資源化等 

（１）資源化物回収量 

本市では、資源ごみの分別収集や施設において選別資源化を実施しています。

ごみ総排出量に対する資源化率は、令和６年度で 23.9％となっています。その内

訳としては、ごみ処理施設から排出されるスラグが最も多く全体の 48.5％を占

めています。 

なお、令和５年度の資源化率の全国平均値は 19.5％、福岡県平均値は 21.4％

であり、本市は 23.0％と上回っていますが、今後、一層の資源化の推進が必要で

す。 

 

 
※資源化率は、「合計÷ごみ総排出量」として試算しています。 

 

（２）ごみ処理施設による減量（減容化） 

本市の家庭及び事業者から排出されたごみは全て中間処理されており、選別資

源化した後に発生する残渣についても溶融処理されています。 

中間処理した後に発生する溶融飛灰については、平成 24 年度以降資源化を行

っています。 

 

  

区　分 単位 R2 R3 R4 R5 R6

紙類 ｔ 17 14 10 12 12

金属類 ｔ 830 733 677 594 647

ガラス類 ｔ 297 309 283 266 321

ペットボトル ｔ 90 105 100 108 113

白色トレイ ｔ 1 1 1 1 1

小型家電製品 ｔ 24 19 20 17 17

羽毛布団他 ｔ 5 3 4 3 3

家具類 ｔ 6 7 6 8 6

スラグ ｔ 4,082 3,913 3,945 3,777 3,698

メタル ｔ 678 586 556 533 596

飛灰 ｔ 1,456 1,356 1,230 1,258 1,396

集団回収 ｔ 1,280 902 936 888 808

合　計 ｔ 8,766 7,948 7,768 7,465 7,618

ごみ総排出量 ｔ 35,071 33,742 33,308 32,510 31,925

資源化率 % 25.0 23.6 23.3 23.0 23.9
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７．ごみ処理・処分の実績 

１）収集・運搬体制 

本市の収集サービス等の状況は、次表のとおりとなっています。 

家庭から排出される可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの収集範囲は本

市全域としており、それぞれ市が委託する業者により収集しています。 

また、事業所から排出される事業系ごみは、市が許可する業者によって収集して

います。なお、家庭から排出されるごみも事業所から排出されるごみも糸島市クリ

ーンセンターへ直接持ち込むことができます。 

 

収集形態 収集方式 収集回数 排出容器 
指定袋 

処理券 

料金 

（円/袋） 

収集 

体制 

生

活

系 

可燃ごみ 

ステーション

方式 

2 回/週 
指定 

ごみ袋 

大 50 

委託 

中 28 

ミニ 14 

資源ごみ 2 回/月 
指定 

ごみ袋 

大 40 

小 20 

不燃ごみ 2 回/月 
指定 

ごみ袋 

大 50 

小 25 

粗大ごみ 戸別 1 回/月 シール 券 500 

事

業

系 

可燃ごみ 

戸別 
契約ごと

に異なる 

指定 

ごみ袋 

大 85 

許可 

小 47 

資源ごみ 
指定 

ごみ袋 
― 60 

不燃ごみ 
指定 

ごみ袋 
― 70 

直接搬入 

搬入場所：糸島市クリーンセンター 

搬入時間：9：00～12：00、13：00～16：00 

休日：土・日・祝日、8 月 14 日～15 日、12 月 29 日～1 月 3 日 

料金：134 円/10kg（事業所の粗大ごみは 191 円/10 ㎏） 

※表に記載している金額は税抜価格です。  
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２）中間処理施設 

本市の中間処理施設は、平成 12 年３月に竣工したごみ処理施設（粗大前処理設

備併設）とリサイクルプラザがあります。各施設の概要は次項表に示すとおりとな

っています。 

ごみ処理施設は、毎年の点検整備を行ってきましたが、設備の各所の老朽化が激

しく、緊急工事や定期整備箇所が年々増加していたことから、平成 26年度～28 年

度の 3か年事業として、基幹的設備改良工事を実施し、施設の延命化を図っていま

す。 

基幹的設備改良工事では、施設の延命化に加え、二酸化炭素排出抑制対策の工事

も行い、燃料の使用量を削減するとともに、電気使用量も低減させる対策を実施し

低炭素社会の実現に向けた対策を講じています。 

また、リサイクルプラザについては、毎年の整備工事を実施しながら施設の延命

化を図っています。 

 

３）最終処分場 

本市の最終処分場は、糸島市クリーンセンター埋立処分地施設と糸島清掃センタ

ー最終処分場があります。 

糸島市クリーンセンター埋立処分地施設は、平成 12年 3月に竣工し、平成 24 年

4月まで約 20,000 ㎥の飛灰の埋立処分を行ってきましたが、平成 24年 5月より飛

灰の資源化を開始したことにより、現在は、埋立処分を実施していません。 

また、糸島清掃センター最終処分場は、昭和 59年 3月に竣工し、平成 11年度ま

で焼却残渣、不燃ごみ、粗大ごみ、破砕ごみ処理残渣の埋立処分を行ってきました

が、残余容量が 0㎥となったため、平成 11 年度以降、埋立は行っていません。 
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施設名称 糸島市クリーンセンター 

所在地 福岡県糸島市志摩西貝塚 122 番地 

事業主体 糸島市（竣工時：糸島地区消防厚生施設組合） 

全体敷地面積 約 88,000ｍ² 

着工・竣工 

ごみ処理施設 着工 平成 9 年 5 月 竣工 平成 12 年 3 月 

リサイクルプラザ 着工 平成 10 年 5 月 竣工 平成 12 年 3 月 

埋立処分地施設 着工 平成 10 年 5 月 竣工 平成 12 年 3 月 

運営管理体制 委託 

ごみ処理施設 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融方式 

能力 200ｔ/日（100ｔ/日×2 炉） 

受入供給設備 ピット&クレーン方式 

燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラー方式 

排ガス処理設備 乾式有害ガス除去装置＋バグフィルター＋触媒式脱硝設備 

灰処理設備 薬剤処理方式 

余熱利用 電力：場内利用（余剰電力は売電） 蒸気：場内利用 

リサイクルプラザ 

能力 35ｔ/5Ｈ 

選別の種類 鉄類・アルミ類・カレット類・ペットボトル・白色トレイ・牛乳パック・二級鉄 

受入供給設備 ピット&クレーン方式＋供給コンベア方式 

選別設備 手選別コンベア・磁力選別機・アルミ選別機 

再生設備 鉄圧縮機・アルミ圧縮機・ペットボトル圧縮機 

埋立処分地施設 

埋立場所 山間 

埋立対象物 溶融飛灰 

埋立開始年度 平成 12 年度 

埋立面積/容量 4,800ｍ²/25,600ｍ³ 

遮水工 表面 2 重遮水シート工法＋遮光マット 

浸出水処理施設 15ｍ³/日 

浸出水処理方式 カルシウム除去＋凝集沈殿＋高度処理（砂ろ過＋活性炭吸着） 
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施設名称 糸島清掃センター最終処分場 

所在地 福岡県糸島市志摩馬場 846 番地２ 

事業主体 糸島市（竣工時：糸島郡消防厚生施設組合） 

全体敷地面積 約 17,700ｍ² 

着工・竣工 着工 昭和 58 年９月 竣工 昭和 59 年 3 月 

最終処分場 

埋立場所 山間 

埋立対象物 焼却残渣、不燃ごみ、粗大ごみ、破砕ごみ処理残渣 

埋立開始年度 昭和 59 年度 

埋立終了年度 平成 11 年度 

埋立面積/容量 10,500ｍ²/64,600m³ 

浸出水処理施設 30 m³/日 

浸出水処理方式 回転円盤＋接触酸化＋凝集沈殿＋砂濾過＋滅菌 
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４）ごみ処理・処分量 

令和６年度に排出されたごみのうち、中間処理率は 100.0％で、そのうち 96.4％

を溶融処理しています。 

また、集団回収量を除いた資源化量は 6,810ｔで、資源化率は 21.9%となってい

ます。 

 

 
※資源化率＝資源化量合計÷ごみ総排出量としています。 

単位 R2 R3 R4 R5 R6

t/年 27,099 26,647 26,601 26,230 25,738

t/年 742 762 793 776 783

t/年 1,513 1,361 1,295 1,243 1,188

t/年 3,250 2,656 2,267 1,930 1,934

t/年 12 16 21 18 17

t/年 283 435 557 583 657

t/年 892 963 838 842 800

t/年 33,791 32,840 32,372 31,622 31,117

溶融処理量 t/年 32,521 31,649 31,271 30,613 29,997

溶融処理率 ％ 96.2 96.4 96.6 96.8 96.4

資源ごみ t/年 742 762 793 776 783

資源化量 t/年 427 478 440 441 501

残渣 t/年 315 284 353 335 282

不燃ごみ t/年 1,513 1,361 1,295 1,243 1,188

資源化量 t/年 446 350 345 275 303

残渣 t/年 1,067 1,011 950 968 885

粗大ごみ t/年 3,250 2,656 2,267 1,930 1,934

資源化量 t/年 397 363 316 293 316

残渣 t/年 2,853 2,293 1,951 1,637 1,618

紙類 t/年 17 14 10 12 12

金属類 t/年 830 733 677 594 647

ガラス類 t/年 297 309 283 266 321

ペットボトル t/年 90 105 100 108 113

白色トレイ t/年 1 1 1 1 1

小型家電製品 t/年 24 19 20 17 17

羽毛布団他 t/年 5 3 4 3 3

家具類 t/年 6 7 6 8 6

スラグ t/年 4,082 3,913 3,945 3,777 3,698

メタル t/年 678 586 556 533 596

飛灰 t/年 1,456 1,356 1,230 1,258 1,396

t/年 7,486 7,046 6,832 6,577 6,810

資源化率 ％ 22.2 21.5 21.1 20.8 21.9

最終処分 最終処分量 t/年 0 0 0 0 0

区分/年度

資源化

産業廃棄物

し尿汚泥

ごみ総排出量　合計

ごみ処理

リサイクル

粗大ごみ処理

合　計

医療ごみ

可燃ごみ

資源ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ
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82.7％

2.5％

3.8％

6.2％

0.1％ 2.1％ 2.6％

ごみ搬入量の割合 令和６年度実績

可燃ごみ

資源ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

医療ごみ

産業廃棄物

し尿汚泥
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８．ごみ処理体制及びごみ処理経費 

１）ごみ処理体制 

本市におけるごみ処理等に関する組織体制は、次のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

市長 生活環境部副市長
環境施設課
（処理）

環境政策課
（収集）

糸島市クリーン
センター

【管理体制】 

 

●環境施設課 

課長   ： １名 

課長補佐 ： １名 

係長   ： １名 

職員   ： １名 

 

●環境政策課 

課長   ： １名 

係長   ： １名 

職員   ： ２名 

 

●糸島市クリーンセンター 

職員   ： ２名 

 

ごみ処理施設運転管理委託業者   ： 26 名 

リサイクルプラザ運転管理委託業者 ： 16 名 

プラザ棟委託業者    ： ９名 

水処理施設運転管理業者 ： １名 
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２）ごみ処理経費 

本市における収集運搬及びごみ処理・処分費用は、次表のとおりとなっています。 

令和６年度におけるごみ１ｔ当たりの処理経費は 56,715 円/ｔとなっています。 

なお、１人当たりの処理経費は 16,966 円/人となっており、福岡県の令和５年度

実績値 13,418 円/人（＝69,041,825 千円÷5,145,330人）を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位 R2 R3 R4 R5 R6

人 102,160 103,020 103,508 103,817 104,021

ｔ/年 33,791 32,840 32,372 31,622 31,117

●収集運搬 千円 516,136 527,252 534,578 541,569 623,514

　　1人あたり 円/人 5,052 5,118 5,165 5,217 5,994

　　排出量あたり 円/ｔ 15,274 16,055 16,514 17,126 20,038

●糸島市クリーンセンター 千円 832,742 890,681 932,012 901,203 905,830

　　1人あたり 円/人 8,151 8,646 9,004 8,681 8,708

　　排出量あたり 円/ｔ 24,644 27,122 28,791 28,499 29,110

●最終処分費 千円 8,799 5,421 0 134,665 142,827

　　1人あたり 円/人 86 53 0 1,297 1,373

　　排出量あたり 円/ｔ 260 165 0 4,259 4,590

●その他費用 千円 86,090 91,286 24,803 93,646 92,638

　　1人あたり 円/人 843 886 240 902 891

　　排出量あたり 円/ｔ 2,548 2,780 766 2,961 2,977

●計 千円 1,443,767 1,514,640 1,491,393 1,671,083 1,764,809

　　1人あたり 円/人 14,132 14,702 14,408 16,097 16,966

　　排出量あたり 円/ｔ 42,726 46,122 46,070 52,846 56,715

区　分

行政区内人口

ごみ排出量

処
理
費
用
等
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９．ごみ処理の評価 

本市のごみ処理について、環境省が公表している「市町村一般廃棄物処理システム

評価支援ツール」を利用して、令和５年度実績を基に、本市と同程度の人口規模の自

治体との比較評価は次のとおりです。 

人口 1 人 1日あたりごみ排出量は、類似市町村の平均が 0.830 ㎏/人・日であるの

に対して、本市は 0.856㎏/人・日と平均を上回っています。 

また、廃棄物からの資源回収量が 0.191ｔ/ｔ、廃棄物のうち最終処分される割合

が 0ｔ/ｔとどちらも、類似市町村と比較し資源化量が多く、最終処分量が少ない結

果となっています。 

人口 1人あたり年間処理経費は 16,097円/人で類似市町村と同程度となっており、

最終処分減量に要する費用は 47,096 円/ｔで、類似市町村と比較して、低くなってい

ます。 

 

指 標 指数の見方 

循環型

社会 

形成 

人口 1 人 1 日あたりごみ総排出量 指数が大きいほど、ごみ排出量は少なくなる。 

廃棄物からの資源回収率 

（RDF・ｾﾒﾝﾄ原料化等除く） 
指数が大きいほど、資源回収率が高くなる。 

廃棄物のうち最終処分される割合 指数が大きいほど、最終処分される割合は小さくなる。 

経済性 人口 1 人あたり年間経費 指数が大きいほど、1 人あたりの年間経費が少なくなる。 

最終処分減量に要する費用 指数が大きいほど、費用対効果は高くなる。 

 

標準的な指標 

人口 1 人 1 日

あたりごみ総

排出量 

（㎏/人日） 

廃棄物からの

資源回収率

(RDF・ｾﾒﾝﾄ原

料化等除く) 

（ｔ/ｔ） 

廃棄物のうち

最終処分され

る割合 

（ｔ/ｔ） 

人口 1 人あた

り年間処理経

費 

（円/人・年） 

最終処分減量

に要する費用 

（円/ｔ） 

類

似

市

町

村 

平均 0.830 0.164 0.053 15,835 52,772 

最大 1.106 0.392 0.138 26,032 91,400 

最少 0.666 0.066 0 10,754 28,356 

標準偏差 0.090 0.069 0.049 3,819 13,353 

本市実績 0.856 0.191 0 16,097 47,096 

指数値 96.9 116.5 200.0 98.3 110.8 
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資料：令和6年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和5年度実績）
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10．ごみ処理行政の動向 

１）我が国におけるごみ処理関係法令の歴史 

我が国は、時代によって変化してきた廃棄物に関する課題に対して、法制度の制

定、改正等を行い、地方自治体、民間事業者、住民等と協力して適正な廃棄物処理

と資源の有効活用を推進し、循環型社会を着実に構築してきました。 

ごみ処理関係法令の歴史は、以下のようになっています。 

 

年代 主な課題 法律の制定 

戦後 

～1950 年代 

・環境衛生対策としての廃棄物処理 

・衛生的で、快適な生活環境の保持 

・清掃法（1954） 

1960 年 

～1970 年代 

・高度成長に伴う産業廃棄物等の増

大と「公害」の顕在化 

・環境保全対策としての廃棄物処理 

・生活環境施設整備緊急措置法（1963） 

・廃棄物処理法（1970） 

・廃棄物処理法改正（1976） 

1980 年代 
・廃棄物処理施設整備の推進 

・廃棄物処理に伴う環境保全 

・広域臨海環境整備センター法（1981） 

・浄化槽法（1983） 

1990 年代 

・廃棄物の排出抑制、再生利用 

・各種リサイクル制度の構築 

・有害物質（ダイオキシン類含む）

対策 

・廃棄物の種類・性状の多様化に応

じた適正処理の仕組みの導入 

・廃棄物処理法改正（1991） 

・産業廃棄物処理特定施設整備法（1992） 

・バーゼル法（1992） 

・環境基本法（1993） 

・容器包装リサイクル法（1995） 

・廃棄物処理法改正（1997） 

・家電リサイクル法（1998） 

・ダイオキシン類対策特別措置法（1999） 

2000 年代 

・循環型社会形成を目指した 3R の

推進 

・産業廃棄物処理対策の強化 

・不法投棄対策の強化 

・循環型社会形成推進基本法（2000） 

・グリーン購入法（2000） 

・資源有効利用促進法（2000） 

・建設リサイクル法（2000） 

・食品リサイクル法（2000） 

・廃棄物処理法改正（2000） 

・PCB 特別措置法（2001） 

・自動車リサイクル法（2002） 

・産業廃棄物支障除去特別措置法（2003） 

 ※2023 年 3 月 31 日失効 

・廃棄物処理法改正（2003～6） 

2010 年～ 

・災害廃棄物対策の強化 

・持続可能な開発目標達成の推進 

・脱炭素社会の実現 

・海洋プラスチック問題に対する対

策 

・廃棄物処理法改正（2010） 

・小型家電リサイクル法（2012） 

・廃棄 物処 理法及 び災 害 対策基 本法 改正

(2015） 

・食品ロスの削減の推進に関する法律（2019） 

・プラスチックに係る資源循環の促進等に関す

る法律（2021） 
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２）廃棄物・リサイクル関連の法制度 

循環型社会の形成と推進に向けて、循環型社会形成推進基本法をはじめ、個別物

品の特性に応じた各種リサイクル法が整備されています。 

 

 

  

H6.8完全施行

・容器包装の市町
村による分別収
集
・容器の製造・容
器包装の利用業
者による再商品
化

環境基本法

環境基本計画 R5.5 改正公表

循環＝自然循環、社会の物質循環

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）

H13.1完全施行

社会の物質循環の確保、天然資源の消費の抑制、環境負荷の低減

 基本原則、　 国、地方公共団体、事業者、国民の責務、　 国の施策

循環型社会形成推進基本計画（国の他の計画の基本）
H15.3公表
H30.6改定

資源有効利用促進法

H13.4全面改正施行

 再生資源のリサイクル
 リサイクル容易な構造・材質等の工夫
 分別回収のための表示
 副産物の有効利用の促進

H29.3一部改正

 廃棄物の発生抑制
 廃棄物の適正処理（リサイクル含む）
 廃棄物処理施設の設置規制
 廃棄物処理業者に対する規制
 廃棄物処理基準の設定　　等

個別物品の特性に応じた法律

H12.4完全施行
H23.8一部改正

びん、Ｐ ＥＴ ボト
ル、紙製・プラスチ
ック製容器包装等

・廃家電を小売店
等が消費者より
引取
・製造業者等によ
る再商品化

H13.4完全施行
H29.6一部改正

エアコン、冷蔵庫・
冷凍庫、テレビ、
洗濯機、衣類乾燥
機

・食品の製造・加
工・販売業者が
食品廃棄物等を
再生利用等

H13.5完全施行
R6.4一部改正

食品残渣

工事の受注者が
・建築物の分別解
体等
・建設廃材等の再
資源化等

H14.5完全施行
R3.9一部改正

木材、コンクリー
ト、アスファルト

グリーン購入法（国等が率先して再生品などの調達を推進）
H13.4完全施行
R3.9一部改正

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

廃棄物処理法

環境の保全に関する基本理念

H17.1完全施行
R6.4一部改正

・関係業者が使用済
自動車の引取、フ
ロンの回収 、解
体、破砕
・製造業者等がエア
バッグ・シュレッダ
ーダストの再資源
化、フロンの破壊

自動車

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

環境大臣が定める基本方針

〔廃棄物の適正処理〕 〔リサイクルの推進〕

R5.6改正

廃棄物処理施設整備計画

R5.6閣議決定

H25.4　施行

・市町村が回収ボッ
クスや回収コンテ
ナにより回収
・認定事業者による
使用済小型電子
機器等の再資源
化

携帯電話、デジタル
カメラ、小型ゲーム
機など多数

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

・プラスチック製品を
設計段階から資源
の節約や有効利
用を促進して、ご
みの削減

フォーク、スプーン
ヘアブラシ、カミソリ
など12品目

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
資
源
循
環
法

R4.4　施行

令和5～9年度の５ヵ年計画〔基本理念〕
　 基本原則に基づいた３Ｒの推進と循環型社会の実現に向けた資源循環の強化
　 災害時も含めた持続可能な適正処理の確保
　 脱炭素化の推進と循環共生圏の構築に向けた取組



40 

３）国の廃棄物処理の目標 

国の基本方針における廃棄物の減量化の目標値については、令和 12 年度を目標

年度とし、総排出量を現状（令和４年度）に対して約 9％削減し、資源化率を現状

（令和４年度）の約 20％から約 26％に増加させるとともに、最終処分量を現状（令

和４年度）に対し約５％削減することが定められています。 

 

 
資料：「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的

な方針（令和７年２月改訂） 

 

４）第五次循環型社会形成推進基本計画 

第五次循環型社会形成推進基本計画は循環経済への移行を国家戦略として位置

付けた上で、重要な方向性として、 

① 循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり 

② 資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

③ 多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現 

④ 資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行 

⑤ 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進 

を掲げ、その実現に向けて国が講ずべき施策を示すとともに、令和 12 年度を目標

年次として数値目標を設定しています。 

  

Ｒ12

（目標値）

一般廃棄物の
排出量

万ﾄﾝ 4,275 4,167 4,095 4,034 3,897 3,700

資源化率 % 19.6 20.0 19.9 19.6 19.5 26

一般廃棄物の
最終処分量

万ﾄﾝ 380 364 342 337 316 320

R５区　分 単位 R１ R２ R３ R４
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項目 数値目標 目標年次 

循環型社会の全体像に関する物質フロー指標と数値目標 

  

  

  

入口側循環利用率 約 19％ 2030 年度 

出口側循環利用率 約 44％ 2030 年度 

最終処分量 約 1,100 万トン 2030 年度 

循環型社会の全体像に関する取組指標と数値目標  

  

  

廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入の意識 90% 2030 年度 

具体的な 3R 行動の実施率 50% 2030 年度 

多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現に関する指標  

  

  

  

１人１日当たりごみ焼却量  約 580g 2030 年度 

廃棄物エネルギーを外部に供給している施設の割合 46% 2027 年度 

長期広域化・集約化計画を策定した都道府県の割合 100% 2027 年度 

資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行に関する指標 

  

  

一般廃棄物最終処分場の残余容量・残余年数 2020 年度の水準 

（22 年分）を維持  

2030 年度 

産業廃棄物最終処分場の残余容量・残余年数 2020 年度の水準 

（17 年分）を維持  

2030 年度 
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５）県の廃棄物処理の目標 

福岡県は、令和２年度に福岡県廃棄物処理計画を策定し、減量、再資源化目標を

次のように定めています。 

 

区 分 平成 30 年度 令和７年度 

ごみの総排出量 1,769 千ｔ 
1,681 千ｔ 

（Ｈ30 年度比で 5%減） 

家庭から排出される１人１日あたりの

平均排出量 
528ｇ 

516ｇ 

（Ｈ30 年度比で 2％減） 

再生利用率 21.6% 22.0% 

最終処分量 182 千ｔ 
171 千ｔ 

（Ｈ30 年度比で 6%減） 

 

６）ごみ処理広域化計画 

平成９年５月に「ごみ処理の広域化計画について」が環境省（旧厚生省）より通

知されており、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減を主な目的として、各都

道府県において広域化計画を策定し、ごみ処理の広域化を推進することが求められ

ています。 

その後、環境省では新たに循環型社会形成推進計画や廃棄物処理計画を策定して

おり、近年災害が多発している状況を踏まえ、改めて中長期的な視点で安定的かつ

効率的な廃棄物処理体制の在り方を検討する必要があることから、令和６年３月に

「中長期における持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ

処理施設の集約化について」が通知され、都道府県においてごみ処理施設の集約化

計画の策定が求められています。 

本通知を受け、福岡県では現在、廃棄物処理施設の長期的な広域化・集約化に係

る計画を策定している状況となっています。 
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11．課題の整理 

本市におけるごみ処理行政に関する課題は、次のとおりです。 

 

１）家庭系ごみの減量 

家庭系ごみの１人１日平均排出量は、減少傾向となっています。今後、更に１人

１日平均排出量の減量化を進めるため、生ごみの堆肥化容器の推進をはじめ、各種

施策を継続して実施する必要があります。 

 

２）事業系ごみの減量 

事業系ごみの排出量は横ばいで推移しているため、今後も引き続き減量化に対す

る協力を求めていきます。 

 

３）啓発活動の強化 

地域子ども会や行政区及びリサイクルグループによる資源回収活動や生ごみ堆

肥化容器等の補助事業について、積極的に広報やＨＰ等で啓発をしていく必要があ

ります。 

 

４）分別の指導強化 

現在実施している資源ごみの分別収集は、缶類・びん類・ペットボトルを混合し

て収集していますが、収集された資源ごみの状態が悪く最終的に資源化できる量も

限られ資源化率が低くなっています。 

このような状況を改善していくためには、ごみの出し方の指導を強化していく必

要があります。 

 

５）プラスチック使用製品等の分別収集 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和４年４月に施行さ

れており、これまで燃やすごみとされていた「プラスチック使用製品」の市町村に

よる分別回収と再商品化を推進する法律です。本市でもプラスチック使用製品等の

分別収集等について、分別区分の見直し等の検討を行う必要があります。 

 

６）環境美化及び不法投棄対策 

環境美化及び不法投棄対策として、「糸島市空き缶等の散乱防止及びその再資源

化の促進に関する条例」の周知徹底や不法投棄防止のための市民への啓発及び監視

体制の強化を図っていく必要があります。 
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７）在宅医療系ごみへの対応 

本市では、現在ごみ処理施設で事業系の医療系ごみを処理していますが、今後の

高齢化社会の進展に伴い在宅医療系ごみの排出方法等が問題になってくると考え

られます。 

本市で発生する在宅医療系ごみについては、ごみ処理施設で処理することは可能

ですが、在宅医療系ごみには感染性のごみが混入している場合もあるため医療機関

の協力のもと分別排出の徹底等、市民に対して啓発を行っていく必要があります。 

 

８）中間処理 

現在のごみ処理施設については、平成 12年より供用し、稼動後 26年目を迎えて

います。その間、必要に応じて補修・整備等を実施してきましたが、設備・装置に

おいて部分的に老朽化が進行していたため、平成 26 年度より３か年事業としてご

み処理施設の延命化工事を実施しました。 

この延命化工事では、基幹的設備の更新に加え、二酸化炭素排出量を３％以上低

減させるための改造工事も実施し、低炭素社会の実現、更に施設の延命化を図りま

した。 

一方、リサイクルプラザについては、現在の分別区分に対応した設備構成となっ

ており、現段階では支障なく選別資源化処理がなされています。しかし、資源回収

量を増加させる必要があるため、その対策が必要となります。 

 

９）最終処分 

平成 12年度より溶融飛灰の埋立を実施してきましたが、平成 24 年度より飛灰の

資源化を開始したことで、現在は埋立を行っていません。 

今後最終処分場の在り方について十分な検討が必要となります。 

 

１０）温室効果ガス削減に対する課題 

地球温暖化に対する取組を推進する立場から、容器包装を含むプラスチック系の

ごみ量削減に加え、エネルギー回収効率向上に向けた施設のあり方について検討す

る必要があります。 
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第４章 ごみ処理基本計画 

 

１．基本方針 

我が国では平成 12 年度に循環型社会形成推進基本（法律第 110 号）が制定され、

廃棄物・リサイクル対策として、廃棄物の発生抑制（Reduce：リデュース）、廃棄物

の再使用（Reuse：リユース）、廃棄物の再生利用（Recycle：リサイクル）、熱回収、

循環利用できない廃棄物を適正に処分という優先順位をつけ、「循環型社会の構築」

が進められています。 

 

天然資源の投入

廃　棄

処理（リサイクル、焼却等）

生産（製造、運搬等）

消　費

最終処分（埋立）

1番目：発生抑制

Ｒｅｄｕｃｅ
（リデュース）

２番目：再使用

Ｒｅｕｓｅ
（リユース）

３番目：再生利用

Ｒｅｃｙｃｌｅ
（リサイクル）

４番目：熱回収

５番目：適正処分

天然資源の消費の抑制

循環型社会：適正な３Ｒと処分により、天然資源の消費を抑制し、
　環境への負荷ができる限り低減される社会

 
資料：循環型社会に向けた処理の優先順位（環境白書より） 

 

本計画における「発生抑制」及び「排出抑制」のイメージを次に示します。 

「発生抑制」は「ごみになる可能性がある不用なものをなるべく生じさせないこ

と」、「排出抑制」は「不用になってしまったものはリユース・リサイクルを図り、

なるべくごみとして出さないこと」とし、ごみの発生過程の観点から段階的に、それ

ぞれを位置付けています。 
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【家庭や事業所に持込まれたものをごみとしない取り組み】

【ごみとなるものを家庭や事業所に持込まない取り組み】

リサイクルショップの活用 フリーマーケットの活用

食べ残しを少なくする！ 食べ残しは堆肥化

マイバッグ持参で
レジ袋を削減

トレイなどは店頭回収を活用

資源物回収活動

ごみの発生抑制とは？

オフィスごみの資源化

ごみの排出抑制とは？

過剰包装を断る

リターナブルびんを活用
マイはしを持参

無駄な買い物をしない

容器包装のないものを購入

修理して長く物を使う
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こうした状況の中で、「循環型社会の構築」の一翼を担う、容器包装リサイクル法

をはじめとする各種リサイクル法の制定や「廃棄物の減量その他その適正な処理に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」では、排出抑制、

再使用、再生利用、熱回収の順にできる限りの循環利用の実施や廃棄物の減量に向け

た基本的な減量目標値が示されています。 

こうした国の施策状況や社会情勢を踏まえた上で、ごみ処理に関する基本方針を

以下のように定めました。 

  

 

発生抑制を主体とする３Ｒ（Reduce：リデュース、Reuse：リユース、Recycle：リ

サイクル）を、市民・事業者・行政の３者が連携して実施することにより、一歩進ん

だ循環型社会の構築を目指していくものとします。 

 

 

これまで行ってきた施策の推進の拡充を行うことにより、一層のごみの減量と資

源化を図っていくものとします。 

 

 

安全かつ適正なごみの収集・運搬・処理・処分を行います。 

あわせて、現在稼動している施設においては、排出されたごみを適正に処理・処分

していくとともに、適正な運転管理を行っていくものとします。 

 

 

 

  

　基本方針１：市民・事業者・行政が連携した３Ｒの推進

　基本方針２：ごみの減量と資源化の推進・拡充

　基本方針３：適正な収集・運搬・処理・処分の実施
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２．計画目標年度 

第１章で示しましたように、本計画は長期的視点に立脚した検討が必要であるこ

とから、「ごみ処理基本計画策定指針」に基づき本計画の目標年度を 10年後の 令和

17年度とし、今後 10 年間のごみ処理に関する基本施策を設定するものとします。同

時に、本計画は概ね５年ごとに改訂するほか、計画の前提となる諸条件に変動があっ

た場合にも見直しを行うものとします。 

なお、本計画の対象地域は、本市全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画対象地域：市内全域 

計 画 期 間：令和 ８年度～令和１７年度（10 年間） 

基 準 年 度：令和 ６年度 

計画目標年度：令和１７年度 

中間目標年度：令和１２年度 
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３．ごみ排出量及び処理量の見込み 

１）将来推計の方法 

将来人口については、「第二次糸島市長期総合計画」に示されています目標人口

を基に設定します。また、ごみ量の将来の推計方法は、｢ごみ処理施設構造指針解

説｣にて示されています記述を基に、原則として過去５年間の実績値を用いて推計

を行っています。なお、推計は、次表に示す５つの推計式により実施します。 

 

推   計   式 概   要 特     性 

一次傾向線 

 

Ｙ＝ａ＋ｂＸ 

最も一般的な式であり使用頻度の高い

式です。過去の実績値が漸増・漸減し

ている場合等に良く適合するという経

験則があり、採用されるケースが多く

なっています。 

①  傾向を直線に置き換えたときの推

計式です。 

②  式のｂはこの直線の勾配の値で、

ｂ正符号のとき上昇傾向となり、

ｂが負符号のとき下降傾向となり

ます。 

③  見積りが少なく出る傾向がありま

す。 

二次傾向線 

 

Ｙ＝ａ＋ｂＸ＋ｃＸ2 

本推計式は、増減の大きな傾向曲線を

示す場合が多く、実績値によっては、

傾向曲線の中に極値を含み、増減の逆

転が生じる場合もあります。したがっ

て、人口推計の場合、あまり整合性が

良くありませんが、ごみ量の推計では、

採用されることがあります。 

①  傾向を放物線に置き換えたときの

推計式です。 

②  逓増的・逓減的な増加または減少

を示す曲線であります。 

③  人口推定ではあまり整合性は良く

ありませんが、ごみ量の推計では

用いられることがあります。 

一次指数曲線 

 

Ｙ＝ａ×ｂＸ 

過去のデータが等比級数的な傾向の時

に整合性が良いといわれています。し

たがって、発展性の強い都市以外では、

推定値が大きくなることがあります。 

①  過去のデータの伸びを一定の比率

で逓増または逓減させる推計式で

す。 

②  増加あるいは減少傾向は急激にな

ります。 

③  過去のデータが等比級数的な傾向

のときに整合性が良いといわれて

います。 

べき曲線 

 

Ｙ＝ｃ＋ｂ(Ｘ－１)ａ 

比較的整合性が良く、多くの都市の人

口推定に適用できます。しかし、推定

値が過大となるおそれもあるので十分

な配慮が必要となります。 

①  過去のデータの伸びを徐々に増加

させる推計式です。 

②  実績値が増加し続ける条件で、最

も適合性が良いとされています。 

③  多くの都市の人口推定に適用でき

ます。 

ロジスティック曲線 

 

Ｙ＝c÷｛１＋ｅ(b-ex)｝ 

本推計式は、人口増加の法則の研究か

ら導かれたものであり、一定年後に増

加率が、最大となりその後増加率が減

少して無限年後に飽和に達するような

曲線式を基にする方法で、大規模な都

市の人口を推計する場合によく適用さ

れます。 

①  前半は加速度的に増加率が増加

し、後半は次第に増加率が鈍化し

て、無限年数に飽和に達するよう

な傾向を表わす推計式です。 

②  Ｓ字曲線で表現することができま

す。 
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２）人口及びごみ排出量の推計結果 

推計した結果を次表に示します。 

人口は現在のまま推移すると、増加傾向が将来も続くと推測され、ごみ排出量も

増加傾向になると推測されます。 

内訳としては、収集ごみが令和６年度実績に対して目標年度である令和 17 年度

までに 1.9％増加、直接搬入ごみが 0.2％増加すると推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ17－Ｒ６

R２ Ｒ６ Ｒ12 Ｒ17 （比較）

＋1,813

(+1.7%)

＋400

(+1.3%)

＋505

(+1.9%)

＋10

(+0.2%)

▲ 115

(▲14.2%)

▲ 4

(▲0.5%)

▲ 1

(▲0.1%)

＋1

(+0.1%)

区　分

行政区内人口

（計画収集人口）

単　位
実績 推計結果

人 102,160 104,021 106,000 105,834

35,071 31,925 32,292 32,325

27,972 26,549 27,022 27,054

5,819 4,568 4,577 4,578

1,280 808 693 693

941 841 835 837

906 820 817 819

750 699 698 700ｇ/人･日収集ごみ

ｔ/年ごみ総排出量

ｇ/人･日

ｇ/人･日

ｔ/年

ｔ/年

ｔ/年収集ごみ

直接搬入ごみ

集団回収

1人1日あたりのごみ排出量

収集ごみ＋直接搬入ごみ
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４．減量・資源化及び処理・処分に関する目標設定 

１）減量及び資源化に関する目標の設定 

ごみの減量及び資源化の目標については、国及び県の計画や過去の実績に基づき

次のように設定します。 

可燃ごみの１人１日あたりの排出量の減量化を図り、令和 17 年度までに、令和

6年度実績に対して、34g/人・日削減するものとします。 

 

区 分 目 標 対象品目 

可燃ごみの１人１日あ

たりの排出量 

令和 12 年度までに 665ｇ 

令和 17 年度までに 643ｇ 
可燃ごみ排出量 

ごみの資源化率 令和 6 年度の資源化率を維持する。 資源ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ 

 

２）処理・処分に関する目標の設定 

本市におけるごみ減量化及び資源化に関する目標は前記したとおりであります

が、排出されたごみは現在と同様に適正に処理・処分しなければなりません。 

現在、本市の中間処理及び最終処分は、「糸島市クリーンセンター」で適正に処

理・処分を実施しています。 

ごみ処理施設は、平成 26 年度より 3 か年事業として施設の延命化工事を実施し

ており、令和 16年度まで施設を使用することとしています。 

また、最終処分場は、循環型社会形成構築の観点から、溶融飛灰の資源化を実施

しています。 

このような状況を踏まえた本市のごみ処理・処分に関する目標を次表のように設

定します。 
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中間処理の内訳 

区 分 目 標 処理施設 資源化割合 

可燃ごみ 令和 16 年度までは現行とおり ごみ処理施設 
スラグ 12.3%、メタル 2.0%、 

飛灰 4.7% 

資源ごみ 令和 16 年度までは現行とおり リサイクルプラザ 資源化率 64.0% 

不燃ごみ 令和 16 年度までは現行とおり リサイクルプラザ 資源化率 25.5% 

粗大ごみ 令和 16 年度までは現行とおり 
ごみ処理施設 

（前処理設備） 
資源化率 16.3％ 

し尿汚泥 令和 16 年度までは現行とおり ごみ処理施設 
スラグ 12.3%、メタル 2.0%、 

飛灰 4.7% 

産業廃棄物 令和 16 年度までは現行とおり ごみ処理施設 
スラグ 12.3%、メタル 2.0%、 

飛灰 4.7% 

医療ごみ 令和 16 年度までは現行とおり ごみ処理施設 
スラグ 12.3%、メタル 2.0%、 

飛灰 4.7% 

 

最終処分の内訳 

区 分 目 標 処理施設 

溶融飛灰 令和 16 年度までは現行とおり 民間委託（資源化） 

※令和 17 年度以降は、新しいごみ処理施設の整備を進めていくなかで検討する。 
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５．減量・資源化施策実施後の推計結果 

１）行政区域内人口（＝計画収集人口）の推計結果 

「第２次糸島市長期総合計画」の目標人口を踏まえた行政区域内人口の推計結果

は、次表に示すとおりとなります。 

 

 

 

２）収集ごみの推計結果 

ごみ減量化及び資源化の目標値を踏まえた収集ごみ（可燃ごみ、資源ごみ、不燃

ごみ及び粗大ごみの合計）の推計結果は、次表に示すとおりとなります。 

 

 

 

３）直接搬入ごみの推計結果 

ごみ減量化及び資源化の目標値を踏まえた直接搬入ごみ（可燃ごみ、資源ごみ、

不燃ごみ、粗大ごみ、医療ごみ、産業廃棄物及びし尿汚泥の合計）の推計結果は、

次表に示すとおりとなります。 

 

 
 

  

R２ R６ Ｒ12 Ｒ17

中間目標 計画目標

106,000 105,834
行政区内人口

（計画収集人口）

区　分 単位
実績

人 102,160 104,021

R２ R６ Ｒ12 Ｒ17

中間目標 計画目標

ｔ/年 27,960 26,532 26,579 25,798

ｇ/人・日 750 699 687 666

区　分 単位
実績

収集ごみ

R２ R６ Ｒ12 Ｒ17

中間目標 計画目標

直接搬入ごみ ｔ/年 5,831 4,585 4,555 4,518

区　分 単位
実績
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４）集団回収量の推計結果 

ごみ減量化及び資源化の目標値を踏まえた集団回収ごみの推計結果は、次表に示

すとおりとなります。 

 

 
 

５）推計結果のまとめ 

前述した将来予測結果をとりまとめると、次表に示すとおりとなります。 

 

 

R２ R６ Ｒ12 Ｒ17

中間目標 計画目標

集団回収 ｔ/年 1,280 808 693 693

区　分 単位
実績

Ｒ17－Ｒ６

R２ Ｒ６ Ｒ12 Ｒ17 （比較）

1,813

(1.7%)

▲ 916

(▲2.9%)

▲ 734

(▲2.8%)

▲ 67

(▲1.5%)

▲ 115

(▲14.2%)

▲ 40

(▲4.8%)

▲ 37

(▲4.5%)

▲ 33

(▲4.7%)
666

収集ごみ＋直接搬入ごみ ｇ/人/日 906 820 805 783

収集ごみ ｇ/人/日 750 699 687

1人1日あたりのごみ排出量 ｇ/人/日 941 841 823

直接搬入ごみ ｔ/年 5,831 4,585

集団回収 ｔ/年 1,280 808

26,579 25,798

31,827

801

4,518

693 693

4,555

収集ごみ ｔ/年 27,960 26,532

ごみ総排出量 ｔ/年 35,071 31,925 31,009

区　分 単　位
実績 推計結果

行政区内人口
人 102,160 104,021 106,000 105,834

（計画収集人口）
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６）処理・処分量 

本市におけるごみ処理・処分量の推計結果は、次表に示すとおりとなります。 

推計した結果、本計画目標年度である令和 17年度の資源化率は 24％、最終処分

率は 0％と推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R2 R7 Ｒ12 Ｒ17

中間目標 計画目標

ｔ/年 35,071 31,925 31,827 31,009

ｔ/年 32,521 29,997 31,134 29,192

資 集団回収量 ｔ/年 1,280 808 693 693

源 選別資源化 ｔ/年 7,486 6,810 6,818 6,647

化 計 ｔ/年 8,766 7,618 7,511 7,340

量 （率） ％ 25 24 24 24

ｔ/年 0 0 0 0最終処分率

区　分 単位

実績

ごみ総排出量

溶融処理
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本計画目標年度（令和 17年度）におけるごみ処理・処分フロー 

 

 

 

  

集団回収量 総資源化量

693ｔ 7,340ｔ

直接資源化量

0ｔ

処理後再生利用量

6,647ｔ

減量化量

23,669ｔ

最終処分量

0ｔ

ごみ排出量

30,316ｔ

中間処理量

30,316ｔ

直接最終処分量

0ｔ
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６．ごみの減量・資源化に向けた基本方針 

前述したごみの減量や資源化を進めていくために、今後実施または検討する施策

の基本フレームは、次表に示すとおりとなります。 

 

 
  

《基本理念》
ごみの抑制を主体とした三者協働による循環型社会の構築

　　　　　目標値

施　策　の　柱

 出前講座やイベントにおける啓発活動の実施
 環境教育の充実
 ごみの減量と資源化に向けた積極的な情報提供
 食品ロス削減の取組「てまえどり」の推奨
 リユース活動の推進
 リチウムイオン電池等の再資源化の推進
 プラスチック資源循環の取組

市民の意識向上を図るための取組

 現行の収集・運搬体制の継続
 事業系ごみの適正な監督

中間処理計画

収集・運搬計画

基本方針1：市民・事業者・行政が
連携した３Rの推進

基本方針２：ごみの減量と資源化の
推進・拡充

ごみの減量と資源化に関する取組

行政の取組

 過剰包装の抑制やマイバッグ運動の推進
 店頭回収の推進
 紙類の資源化の促進
 ごみの減量と資源化に向けた事業者ネットワー
　 クの構築

 糸島市廃棄物審議会の開催
 助成事業の推進
 在宅医療系ごみの適正排出の徹底
 バイオマス利活用の推進

 既存施設の適切な維持管理の継続及び新しい
　 ごみ処理施設の整備
 ＣＯ2削減に向けた取組の推進

 減量の目標値　　　　　  ：可燃ごみの原単位の減量を図り、令和17年度に可燃ごみの一人一日
　　　　　　　　　　　　　　　　　当たり排出量を643g/人・日まで削減する。

 資源化率目標値　　　　：現在実施している施策を継続して実施することで、現状の資源ごみ、不燃　
　　　　　　　　　　　　　　　　　ごみ、粗大ごみの資源化率を維持する。

最終処分計画

 既存の施設の適正な維持管理の継続

基本方針３：適正な収集・運搬・処理・
処分を実施

 減量に関する取組
 資源化に関する取組
 製品化プラスチック類の資源化の取組

事業者の意識向上を図るための取組
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７．ごみの発生・排出抑制及び再資源化のための方策に関する事項 

１）基本方針 

ごみの発生・排出抑制及び再資源化の基本方針は、以下のとおりです。 

 

 

 

ごみの発生・排出抑制及び再資源化の目標を達成するためには、市民・事業者・

行政がごみの削減に対する意識を持ち、それぞれの役割と責任を果たし、互いの協

力と連携のもとで持続的な努力を続けていくことが必要です。 

こうした連携を深めていくためには、消費者である市民一人ひとりが自らのライ

フスタイルを見直し、資源・環境問題に配慮したライフスタイルに転換する行動を、

事業者は資源・環境に配慮した事業活動や商品づくり及び流通システムづくりを進

める行動を、行政は様々な角度から市民、事業者の取組を支援していくという行動

を３者協働により実施しつつ、循環型社会の構築に努めていく必要があります。 

 

◆資源・環境に配慮した商品づくり 

 

◆資源・環境に配慮したライフスタイル             ◆資源・環境に配慮した流通システム 

 

 

  

事業者

（生産）

事業者

（流通）

市民

（消費）

行政（支援）

市民・事業者・行政が連携した３Rの推進 
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２）ごみの発生・排出抑制及び再資源化に関する取組  

本市では、ごみの発生・排出抑制及び再資源化施策を推進していくために、市民・

事業者に対して以下のような取組を実施し、浸透を図っていくものとします。 

 

（１）市民の意識向上を図るための取組 

市民意識の向上について、有効と判断される施策を以下に示します。 

 

① 出前講座やイベントにおける啓発活動の実施 

出前講座や各種イベントの参加をとおして、ごみ削減に向けた啓発を積極的

に行っていきます。また、市民や各種団体に対して、集団回収への積極的な協

力要請を行うなど、資源化の推進を図っていきます。 

 

② 環境教育の充実 

小・中学生を対象に、糸島市クリーンセンター見学などを通して環境教育の

啓発に積極的に取り組み、環境にやさしい行動のできる人の育成を推進します。 

 

③ ごみの減量と資源化に向けた積極的な情報提供 

店頭回収を行っている店舗、資源回収活動の状況及び生ごみ堆肥化容器等の

利用方法などについての情報を積極的に広報し、ごみの減量と資源化に対する

市民の意識向上を図ります。 

 

④ 食品ロス削減の取組「てまえどり」の推奨 

「てまえどり」とは、購入してすぐに食べる場合に商品棚の手前にある商品

など、販売期限が近づいた商品を積極的に選ぶ行動をいい、小売店において期

限が過ぎて廃棄されることによる食品ロスを削減する効果が期待されます。購

入時には、「てまえどり」を意識するよう、啓発を行います。 

 

⑤ リユース活動の推進 

不要品として糸島市クリーンセンターに持ち込まれた家具などを再商品化

し、リサイクルプラザで安価で販売することでごみを減量します。また、ごみ

として捨てる前に譲渡による再利用を検討してもらうため、民間のリユースプ

ラットフォームを通じたリユース活動を推進します。 
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⑥ リチウムイオン電池等の再資源化の推進 

資源有効利用促進法では、リチウムイオン電池を含む小型二次電池へのリサ

イクルマークの表示および自主回収、再資源化が求められています。 

製品を買う際は、将来の廃棄方法まで考えて回収してくれるメーカーの製品

を選ぶよう、啓発を行います。 

 

⑦ プラスチック資源循環の取組 

プラスチック資源循環法に基づくプラスチック製品等の分別収集の実施を

検討し、可燃ごみ中に含まれる使用済みプラスチック製品の再資源化の推進を

図っていきます。 

 

（２）事業者の意識向上を図るための取組 

流通・販売事業者などの事業者の協力・推進について、有効と判断される施策

を以下に示します。 

 

① 過剰包装の抑制やマイバッグ運動の推進 

事業者は、消費者が商品の購入に伴って排出するごみを少なくすることに視

点をおいて、過剰包装を可能な限り控えるような取組に積極的に参加するよう

要請します。 

また、消費者、事業者、行政が連携してレジ袋削減に取り組んでいきます。 

 

② 店頭回収の推進 

大型スーパー等で実施されている食品トレイ、牛乳パック、廃食用油等の店

頭回収を推進・拡大するように要請します。協力店舗については優良店舗とし

て取組内容をホームページ等で公表するなど積極的に広報を行います。 

 

③ 紙類の資源化の促進 

事業者に対して紙類の分別を徹底するように啓発していきます。 

また、生ごみや廃食用油などのバイオマスの利活用についても実施していく

よう要請していきます。 

 

④ ごみの減量と資源化に向けた事業者ネットワークの構築 

ごみの減量と資源化を進めている事業者の先進的な取組が、情報として他の

事業者へ伝わるように事業者間で情報交換できるネットワークの構築に努め

ていきます。 

ネットワークの構築にあたっては、事業者及び行政が連携して検討を進めて

いくものとします。 
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（３）行政の取組 

行政の取組として有効と判断される施策を以下に示します。 

 

① 糸島市廃棄物審議会の開催 

一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生利用及び処理手数料につ

いて調査審議するために「糸島市廃棄物審議会」を設置していることから、必

要に応じて、審議会を開催するものとします。 

 

② 助成事業の推進 

本市では、各種団体による資源回収活動に対して行っている助成事業を、今

後も継続して実施するものとします。あわせて、ごみ減量を目的とした生ごみ

堆肥化容器等の購入に対する助成事業についても継続して実施していくもの

とします。 

更に、今後より一層の再生利用の充実と取組の強化を図るため、行政区内に

資源物回収拠点を設置する資源回収システムの構築を進めていきます。 

 

③ 在宅医療系ごみの適正排出の徹底 

在宅医療系ごみは、感染性のごみの混入防止など適正な排出を行うための啓

発が重要であるため、医療機関との連携を図りながら今後も啓発活動を強化し

ていくものとします。 

 

④ バイオマス利活用の推進 

本市では、循環型社会の実現に向けた取組の一環として、廃棄物由来のもの

や、現在活用されていないバイオマス利活用について検討しています。 

具体的には、学校給食残渣の堆肥化や飼料化、間伐材や竹、剪定ごみなどの

チップ化による燃料化や堆肥化に向けた調査・研究を行っていきます。 
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（４）施策の主体 

これまでに示してきた施策について、取り組むべき施策の主体を次表に示しま

す。 

 

取り組むべき施策 
主体 

市民 事業者 行政 

市民の意識向上を

図るための取組 

① 出前講座やイベントにおける啓発活動の

実施 
参加 － 支援 

② 環境教育の充実 参加 協力 支援 

③ ごみの減量と資源化に向けた積極的な情

報提供 
活用 協力 支援 

④ 食品ロス削減の取組「てまえどり」の推奨 参加 連携 連携 

⑤ リユース活動の推進 活用 協力 支援 

⑥ リチウムイオン電池等の再資源化の推進 協力 協力 支援 

⑦ プラスチック資源循環の取組 協力 － 支援 

事業者の意識向上

を図るための取組 

① 過剰包装の抑制やマイバッグ運動の推進 － 協力 支援 

② 店頭回収の推進 － 協力 支援 

③ 紙類の資源化の促進 － 協力 指導 

④ ごみの減量と資源化に向けた事業者ネッ

トワークの構築 
－ 連携 連携 

行政の取組 

① 糸島市廃棄物審議会の開催 参加 参加 支援 

② 助成事業の推進 活用 － 支援 

③ 在宅医療系ごみの適正排出の徹底 協力 協力 指導 

④ バイオマス利活用の推進 協力 参加 支援 
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８．ごみの減量及び資源化に関する事項 

１）基本方針 

ごみ減量と資源化の基本方針は、以下のとおりです。 

 

 

 

これまで継続しているごみの減量と資源化に対する啓発活動等を進めることに

より、更なる減量の拡充を図る方針とします。 

 

２）ごみの減量と資源化に関する取組 

（１）減量に関する取組 

本市におけるごみ減量については、市民にはダンボールコンポストの普及啓発

をはじめ、生ごみの水切り活動や詰め替え商品の購入など減量に向けた取組への

協力要請を行います。 

また、事業所においては独自ルートでの資源化の推進ＥＰＲ（拡大生産者責任）

などの取組への協力要請を実施し、ごみの減量を図っていくものとします。本市

は市民や事業所が行う取組を積極的に支援していくものとします。 

あわせて、ごみの減量に効果がある指定ごみ袋料金の見直しについても、周辺

市町村の状況や課題事項などを調査・研究していくものとします。 

なお、具体的な取組については、下記のとおりとします。 

 

① ダンボールコンポストの推進により生ごみ減量 

② 生ごみの水切りの徹底 

③ 紙ごみ資源化の推進（新聞・雑誌・ダンボール・雑紙） 

④ 簡易包装の推進（過剰包装をしない、させない） 

⑤ マイバッグの推進（レジ袋削減対策） 

⑥ 使い捨て商品を使用しないよう推進 

⑦ 環境商品の利用促進 

⑧ フリーマーケットの活用推進 

 

 

 

  

ごみの減量と資源化の推進・拡充 
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（２）資源化に関する取組 

本市における資源化については、現在の資源ごみである「缶類、びん類、ペッ

トボトル」、「白色トレイ、牛乳パック」の適正分別が推進されるように啓発活

動を強化することにより、資源物の回収量を増加させていくものとします。 

なお、具体的な取組については、下記のとおりとします。 

 

① 資源ごみの分別の徹底（資源回収率増加） 

② 店頭回収の推進 

③ 集団回収の活用推進 

④ 廃食用油のリサイクル推進 

⑤ 草・剪定枝等のリサイクル推進 

⑥ カキ殻のリサイクル推進 

 

（３）製品化プラスチック類の資源化の取組 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、本市でもプ

ラスチック製品等の分別収集等について、分別区分の見直し等の検討を行います。 
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９．ごみ処理施設の整備に関する事項 

本市におけるごみ処理施設の整備に関する事項は以下のとおりです。 

１）ごみ処理施設の更新 

糸島市クリーンセンター（ごみ処理施設、リサイクルプラザ）は、平成 12 年度

の稼働開始後、本市で適切に維持管理を行っているところです。 

本施設では、平成 26 年度より 3 か年事業としてごみ処理施設の延命化工事を実

施しており、令和 16 年度までごみ処理施設を使用する計画としていますが、供用

開始から約 35 年が経過するため、全国的な平均供用年数となる 30.5 年を上回るこ

とが見込まれます。 

そのため、本市では、令和 17 年度を目標として、事業予定地での様々な調査・

検討を実施し、新しいごみ処理施設の整備を進めていきます。 

 

 
資料：廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）、令和３年３月改訂 
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10．ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項 

１）基本方針 

本市における収集・運搬・中間処理・最終処分計画を総括した基本方針は、以下

のとおりです。 

 

 

 

２）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する取組 

（１）収集・運搬計画 

本市における収集・運搬計画に関する取組を以下に示します。 

 

① 現行の収集・運搬体制の継続 

本市の収集区域及び収集・運搬体制については現行の体制を維持する方針と

します。 

ただし、今後、資源回収の向上を図っていくことを目的として新たな手法や

分別等を検討し、施設整備を含め事業化が可能となった場合は、収集・運搬体

制の見直しを実施していくものとします。 

 

② 事業系ごみの適正な監督 

事業所の排出責任や自己処理の徹底を図るため、訪問指導や説明会の実施、

収集運搬許可業者の研修会や搬入車両の検査等を実施していきます。また、こ

うした取組が進展するように監督・指導していきます。 

 

収集・運搬計画量の見込み（施策実施後、収集ごみのみ） 

 
 

適正な収集・運搬・処理・処分を実施

令和６年度 令和12年度 令和17年度

実績 中間目標 最終目標

可燃ごみ ｔ/年 24,393 24,413 23,628

資源ごみ ｔ/年 779 774 775

不燃ごみ ｔ/年 1,188 1,199 1,201

粗大ごみ ｔ/年 172 193 194

合　計 ｔ/年 26,532 26,579 25,798

区　分 単位
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３）中間処理計画 

本市における中間処理計画の方向性を以下に示します。 

 

① 既存施設の適切な維持管理の継続及び新しいごみ処理施設の整備 

本市のごみ処理施設及びリサイクルプラザについては、今後も適正な維持管

理や補修等を継続しつつ、施設の延命化に努めるものとします。 

ごみ処理施設については、延命化工事を施工しており、令和 16 年度までの

安定操業と施設の維持管理を実施します。 

また、令和 17 年度の稼働を目標として、新しいごみ処理施設の整備を進め

ていきます。 

なお、リサイクルプラザについては、現在の分別区分に対応した設備構成と

なっており、現段階では支障なく選別資源化処理がなされており、今後も継続

していきます。 

将来的な中間処理量の推移を次表に示します。 

 

中間処理量の見込み（施策実施後） 

 
 

② ＣＯ2削減に向けた取組の推進  

本市の一般廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排出量は、前述したように全国実

績値よりも大きな値となっています。その要因としては、ごみ処理施設において

コークスの使用が不可欠であることが挙げられます。 

 

４）最終処分計画 

本市における最終処分計画に関する取組を以下に示します。 

 

① 既存の施設の適正な維持管理の継続 

糸島市クリーンセンター埋立処分地施設については、今後も施設の適正な維

持管理や補修等を実施し、継続して埋立飛灰の資源化を行うものとします。 

あわせて、糸島清掃センター最終処分場の浸出水処理施設などについても、

適正な維持管理を継続して行います。  

令和６年度 令和12年度 令和1７年度

実績 中間目標 最終目標

ごみ処理施設処理量 ｔ/年 29,997 30,011 29,192

リサイクルプラザ処理量 ｔ/年 1,971 1,982 1,980

前処理設備処理量 ｔ/年 1,934 1,955 1,956

区　分 単位
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11．その他ごみ処理に関し必要な事項 

１）特別管理一般廃棄物 

特別管理一般廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて、①ばいじん、②ＰＣＢ使用製

品、③感染性医療廃棄物が指定されています。 

事業者が排出するばいじんは産業廃棄物であることから、排出事業者による適正

処理が行われるように指導していきます。 

ＰＣＢ使用製品はメーカーによる処理を原則とし、適正処理を推進するために販

売店での引き取り協力や、市民に対しても適正排出の協力を要請します。 

感染性廃棄物については、本市のごみ処理施設で処理可能であることから医療関

係者と連携を図りながら引き続き適正に処理していきます。 

 

２）適正処理困難物 

適正処理困難物は、廃棄物処理法により、①廃タイヤ、②25 インチ以上のテレ

ビ、③250以上の冷蔵庫、④スプリング入りマットレスが指定されています。この

うち、廃タイヤについては、適正処理ルートが構築され、テレビ、冷蔵庫について

は、家電リサイクル法に基づく再商品化が行われています。また、スプリング入り

マットレスについても、全日本ベッド工業会において、一括して指定一般廃棄物処

理業者としての申請が行われ、認められている（厚生省生衛 水道環境部環境整備

課 事務連絡平成 11 年６月 29 日）ことから、業者による処理が行われています。

なお、本市では収集できないものとして次表に示すようなものを指定しており、販

売店等による引き取りを指導しています。 

 

本市の収集できないごみ 

項目 内容 

適正処理困難物 

テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・衣類乾燥機 

パソコン・タイヤ・ガスボンベ・バッテリー・塗料・シンナー 

廃油・農薬・劇薬等の薬品類・消火器・バイク・ピアノ・金庫など 
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３）特定家庭用機器再商品化法 

特定家庭用機器再商品化法（以下、「家電リサイクル法」という。）に適用され

る家電製品は、構造・組成が複雑であるなどの理由から市町村での処理が困難であ

るものを指しています。これらの家電製品は廃棄物の減量及び再生が十分に行われ

ていなかったため、廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用を図ることを目的とし

て、平成 10年６月に家電リサイクル法が公布されました。 

具体的には、一般の家庭で通常使用される機械器具のうち、次に掲げるものが対

象となっています。 

 

○ ユニット形エアコンディショナー（ウィンド形エアコンディショナー又は室

内ユニットが壁掛形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディシ

ョナーに限る。） 

○ テレビジョン受信機（ブラウン管式のものに限る。） 

○ 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

○ 電気洗濯機 

○ 液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機（平成 21年 4月～） 

 

本市においても家電リサイクル法に基づく再商品化を進めていくことを目的に、

引き取りは販売者若しくは収集運搬許可業者が実施することとしています。 

 

４）家庭系パソコンリサイクル 

平成 15年 10 月１日より「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、家

庭から排出される使用済みパソコンの回収とリサイクルが実施されています。 

本制度は、平成 12 年より産業構造審議会及び環境省パソコンリサイクル検討会

において審議が開始され、平成 15年４月に改正省令の公布がなされたものです。 

本制度の特徴は、消費者がパソコンを購入する際に、処理責任を負うメーカーが

処理費用を「前払い方式」で徴収し、排出時には無料で回収・リサイクルを請け負

う、という点にあり、家電４品目の際に問題となった排出時の処理費用支払いを嫌

う市民等による不法投棄問題が、中長期的に解決されることが期待されています。 

また、「前払い方式」が適用されるパソコンには「ＰＣリサイクルマーク」が貼

られており、判別が可能となっています。 

一方で、ＰＣリサイクルマークが付いていないパソコンについては、回収費用、

リサイクル費用を負担する必要があるため、旧型のパソコンについては家電４品目

と同等な問題が発生する可能性もありますが、パソコンについては中古市場が活発

化しているため、この市場へ流れていくことも考えられることから今後の市場動向

を確認する必要があります。 



70 

本市においても、家庭系パソコンのリサイクルに対する今後の動向を確認してい

く必要があります。次表に回収の対象となる品目を示します。 

 

項目 内容 

回収対象品目 デスクトップパソコン（本体） 

パソコン用ブラウン管ディスプレイ 

パソコン用液晶ディスプレイ 

デスクトップ一体型パソコン 

ノート型パソコン 

マウス・キーボード・スピーカー・ケーブル（標準添付品に限る） 

対象外品目 プリンター・スキャナー・ワープロ専用機 

ＰＤＡ・マニュアル本・ＣＤ－ＲＯＭ等 

 

５）災害時の廃棄物処理に関する事項 

災害発生時の廃棄物処理をより適切かつ効率的に実施していくために、地域防災

計画等の周知や広域的な協力体制の確保を図り、周辺地域との連携体制を構築して

いきます。 
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12．推進体制 

前述した各種施策は、行政だけの取組で推進できるものではありません。市民・各

種団体等、事業者、行政がそれぞれの役割を認識し、パートナーシップと協働のしく

みを築き、実行することで初めて実現が可能となります。 

行政は、これらのしくみを築くために、施策の推進に向けた組織づくりや意見交換

する場の提供に努めます。 

また、全国的な対応が必要と思われることについては、周辺市町村との連携や国・

県に対する働きかけを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民

各種団体

事業者行政
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第５章 生活排水処理の現状と分析 

 

１．汚水処理施設整備事業の種類 

生活排水対策の基本として、水の適正利用に関する啓発を進めるとともに、地域の

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上で、生活排水処理は重要であり、地域の

特性、周辺環境及び経済性等を考慮しつつ、汚水処理施設を逐次整備していく必要が

あります。 

汚水処理施設整備を進めるために、以下のような事業があり、本市では、これらの

事業のうち、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁

業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業を実施しています。 

 

 

：上記の色付けしているものは、本市で実施している事業です。 

 

 

 

  

2市町村以上の区域の下水を排除し、処理する下水道です。管理主体は原則として都道府県
です。

市街化区域以外の地域で計画処理人口が概ね1,000人以上10,000人未満の下水道です。

都市計画区域内で計画処理人口が10,000人以上の下水道です。

原則として住宅戸数2戸以上20戸未満における汚水処理施設です。

下水道など汚水を集合的に処理できない地域において、個人が設置管理する浄化槽の設置
に対し市町村が補助を行うものです。

下水道など汚水を集合的に処理できない地域において、市町村が設置管理主体となり、年間
20戸以上の面的整備を行うものです。

市町村が設置管理主体となり、年間20戸未満の浄化槽整備を行うものです。

上記の汚水処理施設以外で、民間、個人等が設置する施設です。

 ：上記の色付けをしているものは、本市で実施している事業です。

農業振興地域内であり、計画処理人口が概ね1,000人程度までの汚水処理施設です。

計画処理人口が101人以上30,000人未満の団地や集合住宅等における環境省所管の地域
し尿処理施設整備事業により設置された処理施設です。

漁業集落内であり、計画処理人戸が概ね100人以上5,000人程度までの汚水処理施設です。

山村地域の生活環境基盤の整備を促進するため、林業経営及び集落におけるし尿、生活排
水等を処理する施設です。

山村振興地域等において、各戸から排出される汚水を処理する施設です。

流域下水道事業　　　　　　　　　　　（国土交通省）

公共下水道事業　  　　　　　　　 　（国土交通省）

特定環境保全公共下水道事業   （国土交通省）

小規模集合排水処理整備事業 　（総　務　省）

コミュニティ・プラント事業           （環　境　省）

農業集落排水事業　　　　      　（農林水産省）

漁業集落排水事業　　　　      　（農林水産省）

林業集落排水事業　　　　　      （農林水産省）

簡易排水事業　　　　　　　        （農林水産省）

合併処理浄化槽設置整備事業　 （環　境　省）

浄化槽等整備推進事業　       （環　境　省）

個別排水処理施設整備事業  （環境省・総務省）

個
別
処
理
施
設

集
合
処
理
施
設

汚
水
処
理
施
設

その他



73 

２．生活排水処理体系 

本市で発生するし尿及び生活雑排水は、公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落

排水施設、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及び汲み取り便槽で処理されていますが、

一部の生活雑排水は未処理のまま河川等の公共用水域に放流されています。 

また、汲み取り便槽から発生するし尿、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽から発

生する浄化槽汚泥については、本市のし尿処理施設（糸島市し尿処理センター）へ搬

入し、処理しています。 

本市の生活排水処理・処分体系は、次のとおりです。 

 

※1 集落排水施設とは農業集落排水施設及び漁業集落排水施設を示します。 

※2 農業集落排水施設の一部は前原下水管理センターへ流入しています。 

※3 公共下水道には特定環境保全公共下水道を含みます。 

 

  

生活排水

し尿・生活雑排水 生活雑排水

合併処理
浄化槽

単独処理
浄化槽

汲み取り便槽
(簡易水洗含む）

公共用水域

し尿浄化槽汚泥浄化槽汚泥

し　　　尿

集落排水施設 1

 2 農業集落排水施設の一部は前原下水管理センターへ流入しています。

処理水

し尿処理施設（糸島市し尿処理センター）

公共下水道 3

集落排水汚泥

処理水

 4

処理水

処理水

 2

 3 公共下水道には特定環境保全公共下水道を含みます。

処理水

 4

 1 集落排水施設とは農業集落排水施設及び漁業集落排水施設を示します。
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３．汚水処理施設整備事業の現状 

１）公共下水道事業 

（１）公共下水道事業の概要 

前原下水管理センターは、前原地区及び可也引津地区から排出される生活排水

を処理しており、本施設の概要を次表に示します。 

 

前原下水管理センターの概要 

 
 

前原下水管理センターの処理内訳 

 
 

 

 

 

72,890 人 70,400 人

1,831 ha 1,257 ha

29,000 m³/日

25,780 m³/日 22,800 m³/日

32,170 m³/日 28,870 m³/日

52,310 m³/日 46,350 m³/日

BOD (mg/L)

SS (mg/L)

流入220→放流15

流入170→放流40 流入170→放流40

計画
汚水量

日平均

日最大

時間最大

計画
水質

流入220→放流15

計画処理人口

計画処理面積

処理能力 32,000 m³/日
（現有処理能力：23,500m³/日）

処理方式 標準活性汚泥法

放流先 雷山川

項目 全体計画 事業計画

事業期間 昭和63年度～令和9年度

供用開始 平成3年3月28日

排除方式 分流式

敷地面積 60,020m²

都市計画決定 昭和57年11月29日

下水道法事業認可 昭和59年1月25日

項目 概要

施設名 前原下水管理センター

所在地 糸島市荻浦692番地

R２ R３ R４ R５ R６

1.汚水処理能力 ㎥/日 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500

2.処理状況

(1)流入汚水量 ㎥/日 19,194 19,309 18,927 19,370 19,838

(2)発生汚泥量 ｔ/日 11.55 11.02 11.48 12.04 11.79

3.年間総処理水量 ㎥/年 7,005,660 7,047,614 6,908,323 7,089,591 7,240,981

4.年間発生汚泥量 ｔ/年 4,214 4,022 4,189 4,406 4,305

項　目 単位
年　度
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（２）公共下水道事業の進捗状況 

本市の公共下水道事業は、生活環境の改善、公共用水域の水質汚濁防止を目標

として、前原地区及び可也引津地区を計画処理区域とし、公共下水道の整備及び

管渠への接続を推進しています。 

公共下水道事業計画の概要は次表に示すとおりです。 

また、公共下水道事業の人口普及率（処理区域内人口に対して、公共下水道に

つなぐことができる人口の割合）及び接続率（処理人口に対して、既に公共下水

道に接続している人口の割合）は次表に示すとおりで、人口普及率及び接続率と

も増加傾向にあり、着実に公共下水道事業が進んでいることがうかがえます。 

 

公共下水道事業の概要 

処理区 区 分 計画目標年度 面積（ha） 計画処理人口 

前原地区 
全体計画（予定） 令和 17 年度 1,474 63,260 

事業計画 令和９年度 1,173 67,770 

可也引津地区 
全体計画（予定） 令和 17 年度 357 9,630 

事業計画 令和９年度 84 2,630 

 

公共下水道事業の進捗状況 

 
※各年度末人口 

 

 

R２ R３ R４ R５ R６

人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

人 89,855 90,347 90,850 90,903 91,317

　前原地区 人 73,165 73,635 74,175 74,263 74,579

　可也引津地区 人 16,690 16,712 16,675 16,640 16,738

人 69,112 70,067 70,748 71,087 71,714

　前原地区 人 66,961 67,881 68,563 68,711 69,105

　可也引津地区 人 2,151 2,186 2,185 2,376 2,609

% 76.9 77.6 77.9 78.2 78.5

　前原地区 % 91.5 92.2 92.4 92.5 92.7

　可也引津地区 % 12.9 13.1 13.1 14.3 15.6

人 66,527 67,613 68,236 68,698 69,366

　前原地区 人 65,007 66,059 66,681 66,953 67,381

　可也引津地区 人 1,520 1,554 1,555 1,745 1,985

% 96.3 96.5 96.4 96.6 96.7

　前原地区 % 97.1 97.3 97.3 97.4 97.5

　可也引津地区 % 70.7 71.1 71.2 73.4 76.1

単位
年　度

接続率(C/B)

処理人口(B)

項　目

行政区域内人口

処理区域内人口(A)

人口普及率(B/A)

接続人口(C)
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２）特定環境保全公共下水道事業 

（１）特定環境保全公共下水道事業の概要 

黒磯浄化センターは、芥屋処理区から排出される生活排水を処理しています。

次表に本施設の概要を示します。 

 

黒磯浄化センターの概要 

 
 

黒磯浄化センターの処理内訳 

 
 

 

  

550m³/日

650m³/日

1250m³/日

BOD (mg/L)

SS (mg/L)

計画
水質

流入200→放流20

流入180→放流30

計画
原単位
汚水量

日平均

日最大

時間最大

放流先 水路を経て筑前海

処理能力 650m³/日

供用開始 平成8年3月4日

処理方式 POD（プレハブ式オキシデーションディッチ法）

所在地 糸島市志摩芥屋143番地7

敷地面積 約4,785m²

項目 概要

施設名 黒磯浄化センター

R２ R３ R４ R５ R６

1.汚水処理能力 ㎥/日 650 650 650 650 650

2.処理状況

(1)流入汚水量 ㎥/日 199 191 189 197 199

(2)発生汚泥量 ｔ/日 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2

3.年間総処理水量 ㎥/年 72,659 69,745 68,883 71,953 72,625

4.年間発生汚泥量 ｔ/年 55 60 51 44 58

項　目 単位
年　度
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（２）特定環境保全公共下水道事業の進捗状況 

本市の特定環境保全公共下水道事業は、公共用水域の水質汚濁防止を目標とし

て、芥屋処理区を計画処理区域としており、整備は完了しています。 

特定環境保全公共下水道事業の事業計画概要は次表に示すとおりです。 

また、特定環境保全公共下水道事業の人口普及率及び接続率は次表に示すとお

り、令和６年度実績では 100％となっています。 

 

特定環境保全公共下水道事業の概要 

 
 

特定環境保全公共下水道事業の進捗状況 

 
※各年度末人口 

 

  

項目

都市計画決定

下水道法事業計画

都市計画法事業計画

事業期間

排除方式

32ha

6570人
計画処理人口

※うち定住人口：970人、観光人口5,600人

処理面積
※平成8年3月一部供用開始（11.6ha）

平成4年度～平成14年度

分流式

平成4年12月9日

平成4年12月14日

概要

平成4年2月15日

R２ R３ R４ R５ R６

行政区域内人口(A) 人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

処理区域内人口(B) 人 567 643 634 630 626

人口普及率(B/A) % 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

接続人口(C) 人 542 643 634 630 626

接続率(C/B) % 95.6 100 100 100 100

年　度
項　目 単位
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３）農業集落排水事業 

（１）農業集落排水事業の概要 

農業振興地域内で農業生産のための基盤整備等が完了した地域で、農業用水の

水質保全と農村地域の生活環境の向上を目指して、三坂地区、高上地区、西堂地

区、瀬戸地区、白糸地区、長糸地区及び怡土地区の７地区を農業集落排水区域と

して設定しています。 

７地区とも全て整備が完了しており、このうち、長糸地区及び怡土地区を除く

５地区から排出されるし尿及び生活雑排水は、次表に示す農業集落排水施設にて

処理しています。 

なお、長糸地区及び怡土地区については公共下水道へ流入しています。 

 

農業集落排水施設の概要 

 
 

（２）農業集落排水事業の進捗状況 

農業集落排水施設への接続率の推移は次表のとおりで、概ね横ばいで推移して

おり、令和６年度で接続率は 86.3％となっています。 

 

農業集落排水事業の進捗状況 

 
※各年度末人口 

三坂地区・高上地区 西堂地区 瀬戸地区 白糸地区

三坂浄化センター 西堂浄化センター 瀬戸浄化センター 白糸浄化センター

糸島市三坂719 糸島市西堂1025-1 糸島市瀬戸646-3 糸島市白糸1025-5

事業期間 H9～H16 H11～H14 H13～H17 H19～H24

供用開始 平成14年3月28日 平成15年1月28日 平成17年7月1日 平成24年4月1日

計画人口 (人) 770 200 340 140

計画戸数 (戸) 103 44 81 39

整備戸数 (戸) 98 44 56 24

処理区域 (ha) 16.5 7.7 9.1 3.7

管路延長 (m) 5,378 2,342 3,497 805

処理施設面積 (m²) 1,563 1,300 980 950

連続流入間欠 流量調整型接触 連続流入間欠

ばっ気方式 ばっ気方式 ばっ気方式

処理能力 (m³/日) 208 54 92 38

BOD (mg/L) 20 20 20 20

SS (mg/L) 50 50 50 50

放流先 雷山川 川原川 羅漢川 長野川

事業費 (百万円) 780 260 388 96

放流
水質

地区名

施設名

所在地

処理方式 担体流動方式

R２ R３ R４ R５ R６

行政区域内人口 人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

処理区域内人口(A) 人 4,445 4,323 4,383 4,335 4,294

接続人口(B) 人 3,797 3,827 3,775 3,746 3,707

接続率(B/A) % 85.4 88.5 86.1 86.4 86.3

項　目 単位
年　度
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４）漁業集落排水事業 

（１）漁業集落排水事業の概要 

本市では、漁港及びその背後の集落で、漁港・漁場環境保全のため、水質汚濁

防止を図る必要性の高い姫島地区を漁業集落排水区域として設定し、漁業集落排

水施設の整備を行い、平成４年４月１日に供用開始しました。 

 

漁業集落排水施設の概要 

地区名 姫島地区 

所在地 糸島市志摩姫島 963 番地 11 

事業期間 H1～H3 

供用開始 H4.4.1 

計画人口（人） 230 

計画戸数（戸） 56 

整備戸数（戸） 56 

管路延長（m） 1,530 

処理施設面積（ｍ²） 68.12 

処理方式・型式 接触ばっ気方式 

処理能力（ｍ³/日） 63 

放流水質（mg/L） 
BOD：流入 200、放流 20 

SS 流入 200、放流 20 

事業費（百万円） 288 

接続人口（令和 6 年 3 月末） 136 

接続率（％） 100 

 

（２）漁業集落排水事業の進捗状況 

漁業集落排水施設への接続率の推移は次表のとおりで、接続率は 100%となっ

ています。 

 

漁業集落排水事業の進捗状況 

 
※各年度末人口 

 

R２ R３ R４ R５ R６

行政区内人口 人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

処理区域内人口(A) 人 159 152 148 144 136

接続人口(B) 人 159 152 148 144 136

接続率(B/A) % 100 100 100 100 100

項　目 単位
年　度
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５）合併処理浄化槽設置整備事業 

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業計画区域、農業集落排水

事業及び漁業集落排水事業の計画区域を除く市全域を補助対象区域とし、生活排水

による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業を行っ

ており、個人で設置した合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助しています。 
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４．糸島市における生活排水処理の現状 

１）生活排水処理形態別人口 

本市の生活排水の処理状況を過去５年間の生活排水形態別人口の推移を次表に

示します。 

 

 
※各年度末人口 

※公共下水道人口には特定環境保全公共下水道人口を含みます。 

R２ R３ R４ R５ R６

人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

% 100 100 100 100 100

人 11,015 10,793 10,010 9,713 9,380 ①-(④+⑤+⑥+⑦)

% 10.8 10.5 9.7 9.4 9.0 (③÷②)100

人 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

人 11,015 10,793 10,010 9,713 9,380 ③+④

% 10.8 10.5 9.7 9.4 9.0 (小計A÷②)100

人 67,069 68,256 68,870 69,328 69,992

% 65.5 66.3 66.5 66.9 67.3 (⑤÷②)100

人 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

人 24,350 23,887 24,682 24,614 24,612 ⑧+⑨+⑩+⑪

% 23.8 23.2 23.8 23.7 23.7 (⑦÷②)100

人 19,910 19,425 20,300 20,270 20,319

% 19.4 18.9 19.6 19.6 19.5 (⑧÷②)100

人 3,797 3,827 3,775 3,746 3,707

% 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 (⑨÷②)100

人 159 152 148 144 136

% 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 (⑩÷②)100

人 484 483 459 454 450

% 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 (⑪÷②)100

人 91,419 92,143 93,552 93,942 94,604 ⑤+⑥+⑦

% 89.2 89.5 90.3 90.6 91.0 (小計B÷②)100

% 89.2 89.5 90.3 90.6 91.0 (小計B÷②)100

% 10.8 10.5 9.7 9.4 9.0 (小計A÷②)100

% 65.5 66.3 66.5 66.9 67.3 (⑤÷②)100

% 23.8 23.2 23.8 23.7 23.7 (⑦÷②)100

% 23.3 22.7 23.4 23.3 23.2 【(⑧+⑨+⑩)÷2〕100うち合併処理

小計(B)

水洗化率

非水洗化率

公共下水道水洗化率

浄化槽水洗化率

水
洗
化
人
口

⑤公共下水道人口

⑥コミュニティプラント

⑦浄化槽人口

⑧合併処理浄化槽人口

⑨農業集落排水処理人口

⑩漁業集落排水処理人口

⑪単独処理浄化槽人口

非
水
洗
化
人
口

③計画収集人口

④自家処理人口

小計(A)

②計画処理区域内人口 ③+④+⑤+⑥+⑦

項　目 単位

年　度

備　考

①行政区域内人口
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（１）公共下水道人口・特定環境保全公共下水道人口 

本市の生活排水対策の基幹として、前原地区、可也引津及地区及び芥屋処理区

の３地域において整備及び管渠への接続を推進しており、令和６年度末現在の公

共下水道人口及び特定環境保全公共下水道人口の合計（以下、「公共下水道人口」

という。）は 69,992 人で、行政区域内人口の 67.3％となっています。 

 

（２）コミュニティ・プラント人口 

本市において、整備実績及び計画ともありません。 

  

（３）農業集落排水処理人口 

三坂地区、高上地区、西堂地区、瀬戸地区、白糸地区、長糸地区及び怡土地区

の７地区において整備及び管渠への接続を推進しており、令和６年度末現在の農

業集落排水処理人口は 3,707 人で、行政区域内人口の 3.6％となっています。 

 

（４）漁業集落排水処理人口 

姫島地区において整備は完了しており、令和６年度末現在の漁業集落排水処理

人口は 136 人で、行政区域内人口の 0.1％となっています。 

 

（５）合併処理浄化槽人口 

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集

落排水事業の事業区域以外の地域・地区において合併処理浄化槽の設置普及に努

めており、令和６年度末現在の合併処理浄化槽人口は 20,319 人で、行政区域内

人口に対して 19.5％となっています。 

 

（６）単独処理浄化槽人口 

単独処理浄化槽人口は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び

漁業集落排水事業の推進や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えに

より、経年的には減少傾向にあり、令和６年度末現在、単独処理浄化槽人口は 450

人で、行政区域内人口に対して 0.4％を占めています。 

なお、平成 12 年の浄化槽法の一部改正により、浄化槽の定義から削除され、

平成 13 年４月１日からは原則として合併処理浄化槽でなければ新設できないこ

ととなっていることから、合併処理浄化槽を「浄化槽」と定義し、既設の単独処

理浄化槽は「みなし浄化槽」として浄化槽法の適用対象としていますが、本市で

は未だ単独処理浄化槽が残存しており、「浄化槽」という表現が間違いを生じや

すいため、本計画では従来どおり「合併処理浄化槽」及び「単独処理浄化槽」と
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記載することとします。 

 

（７）計画収集人口及び自家処理人口 

計画収集人口は単独処理浄化槽と同様、特定環境保全公共下水道事業、農業集

落排水事業及び漁業集落排水事業の推進及び合併処理浄化槽の整備により、経年

的には減少傾向にあり、令和６年度末現在、計画収集人口は 9,380 人で、行政区

域内人口に対して 11.1％となっています。 

なお、自家処理人口は 0人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.1

67.3

19.5

3.6

0.1
0.4

生活排水処理形態別人口の割合［％］

計画収集人口

公共下水道人口

合併処理浄化槽人口

農業集落排水処理人口

漁業集落排水処理人口

単独処理浄化槽人口
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２）生活排水処理の状況 

（１）汚水衛生処理率の推移 

本市の汚水衛生処理率は、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業、農

業集落排水事業及び漁業集落排水事業の推進及び合併処理浄化槽の整備に伴い、

経年的には増加傾向にあり、着実に向上してきています。 

令和６年度の汚水衛生処理率は 90.5％となっており、本市の生活排水処理の

状況は継続して向上しているものと言えます。 

 

 
※各年度末人口 

 

 

R２ R３ R４ R５ R６

人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

人 90,935 91,660 93,093 93,488 94,154

公共下水道人口 人 67,069 68,256 68,870 69,328 69,992

合併処理浄化槽人口 人 19,910 19,425 20,300 20,270 20,319

農業集落排水処理人口 人 3,797 3,827 3,775 3,746 3,707

漁業集落排水処理人口 人 159 152 148 144 136

% 88.8 89 89.9 90.2 90.5汚水衛生処理率

項　目 単位
年　度

行政区域内人口

水洗化・生活排水処理人口

67,069 68,256 68,870 69,328 69,992

19,910 19,425 20,300 20,270 20,319

3,797
3,827 3,775 3,746

3,707

159 152 148 144 136

88.8 89.0 89.9 90.2 90.5
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

R２ R３ R４ R５ R６

水洗化人口と汚水衛生処理率の推移

公共下水道人口 合併処理浄化槽人口 農業集落排水処理人口

漁業集落排水処理人口 衛生処理率

(人) (％)
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（２）汚水処理人口普及率の推移 

汚水処理人口普及率は、令和６年度末で 91.9％となっています。 

集合処理施設が整備され、接続可能であるにもかかわらず未接続である人口は

2,935人（公共下水道人口 2,348人、農業集落排水処理人口 587人）となってい

ます。 

 

 
※１ 処理区域内人口 

※２ 公共下水道区域、特定環境保全公共下水道区域、農業集落排水処理区域及び漁業集落排水処理区域以

外で合併処理浄化槽を使用している人口 

※各年度末人口 

 

 

 

R２ R３ R４ R５ R６

人 102,434 102,936 103,562 103,655 103,984

人 93,135 93,951 94,723 95,002 95,606

公共下水道人口※1 人 69,679 70,710 71,382 71,717 72,340

合併処理浄化槽人口
※2 人 18,852 18,766 18,810 18,806 18,836

農業集落排水処理人口
※1 人 4,445 4,323 4,383 4,335 4,294

漁業集落排水処理人口※1 人 159 152 148 144 136

% 90.9 91.3 91.5 91.7 91.9汚水処理人口普及率

項　目 単位
年　度

行政区域内人口

水洗化・生活排水処理人口

69,679 70,710 71,382 71,717 72,340

18,852 18,766 18,810 18,806 18,836

4,445 4,323 4,383 4,335 4,294

159 152 148 144 136

90.9 91.3 91.5 91.7 91.9
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140,000

R２ R３ R４ R５ R６

水洗化人口と汚水処理人口普及率の推移

公共下水道人口 合併処理浄化槽人口 農業集落排水処理人口

漁業集落排水処理人口 汚水処理人口普及率

(人) (％)
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（３）し尿及び浄化槽汚泥の排出状況 

し尿の排出量は、計画収集人口の減少傾向と同様、公共下水道事業・特定環境

保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の推進及び合併処

理浄化槽の整備を背景に減少傾向となっており、令和２年度に対して 87.3％の

排出量となっています。 

一方、浄化槽汚泥の搬出量は、概ね横ばいで推移しており、令和２年度に対し

て 101.0％の排出量となっています。 

なお、排出量割合は、令和６年度実績でし尿が 44.9％、浄化槽汚泥が 55.1％

と年々し尿の割合が減少しています。 

 

 
 

 

 

 

 

  

項　目 単位 R２ R３ R４ R５ R６

し尿 KL 15,552 14,959 14,261 13,841 13,584

浄化槽汚泥 KL 16,509 16,941 16,578 16,551 16,670

合　計 KL 32,061 31,900 30,839 30,392 30,254

15,552 14,959 14,261 13,841 13,584

16,509 16,941 16,578 16,551 16,670

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

R２ R３ R４ R５ R６

し尿及び浄化槽汚泥排出状況

し尿 浄化槽汚泥
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処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の排出状況の推移 

 
 

（４）し尿及び浄化槽汚泥の排出原単位の推移 

し尿の原単位及び浄化槽汚泥の原単位は、ほぼ横ばいの状況となっています。 

 

 

 

 

  

単位 R２ R３ R４ R５ R６

人 11,015 10,793 10,010 9,713 9,380

人 20,394 19,908 20,759 20,724 20,769

KL 15,552 14,959 14,261 13,841 13,584

KL 16,509 16,941 16,578 16,551 16,670

KL 32,061 31,900 30,839 30,392 30,254

し尿 % 48.5 46.9 46.2 45.5 44.9

浄化槽汚泥 % 51.5 53.1 53.8 54.5 55.1

し尿 L/人・日 3.87 3.80 3.90 3.89 3.97

浄化槽汚泥 L/人・日 2.22 2.33 2.19 2.18 2.20

合　計

割合

原単位

項　目

計画収集人口

浄化槽人口

し尿

浄化槽汚泥

3.87 3.80 3.90 3.89 3.97 

2.22 2.33
2.19 2.18 2.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

R２ R３ R４ R５ R６

し尿及び浄化槽汚泥の排出原単位の推移

し尿 浄化槽汚泥



88 

３）し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬に関する状況 

本市で排出されるし尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬に関する状況は、次表に示す

とおりです。 

なお、し尿の処分にかかる手数料は、「糸島市廃棄物の減量及び適正処理に関す

る条例」の第 22条で定められており、次表に示すとおりです。 

 

項 目 し尿 浄化槽汚泥 

収集方法 個別収集 個別収集 

収集頻度 月１回 随時 

収集運搬形態 許可業者 許可業者 

許可業者数 ３者 ４者 

許可業者保有車両 バキューム車等 28 台 

※令和７年３月末 

 

し尿の処分に係る手数料 

区分 種 類 手数料の額 

し尿 

一般家庭 

普通便槽 
人頭制 

1 人 529 円 

無臭便槽 1 人 626 円 

簡易水洗 

従量制 10 リットル 146 円 一般家庭以外 

臨時汲取り 

特別料金 
（1）ホースの延長については基本 50 メートルと

し、これを超える場合は延長 20 メートルを

増すごとに 100 円を加算。 

（2）便槽が 2 箇所以上の場合は 1 箇所増すごと

に 500 円を加算。 

（3）臨時汲取りは 1,800 円を加算。 

特別料金 

備考 

1.一般家庭とは、便槽の主たる使用者が当該便槽のある住居に居住している家庭をいいます。 

2.人頭制の額は、月 1 回の場合の額とします。 

3.人頭制によることが適当でないと市長が認めたときは、従量制によることができます。 

4.従量制の額は、10 リットル未満の端数は 10 リットルとみなします。 

5.この表現により算出して得た額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を手数料

とします。 
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４）中間処理の状況 

市内で収集されたし尿及び浄化槽汚泥については、本市が管理運営するし尿処理

施設「糸島市し尿処理センター」に搬入し、処理を行っています。 

なお、糸島市し尿処理センターの処理工程で発生する汚泥は脱水処理工程を経て、

本市が管理運営する糸島市クリーンセンターで処理・処分しています。 

  

（１）し尿処理施設の概要 

糸島市し尿処理センターの概要を次表に示します。 

 

項 目 概 要 

施 設 名 糸島市し尿処理センター 

所 在 地 糸島市前原 1828 番地 1 

敷地面積 約 6,818.55ｍ² 

建築面積 約 4,644.19ｍ² 

着  工 平成 4 年 6 月 

竣  工 平成 7 年 3 月 

処理能力 

当 初：163KL/日（し尿：130KL/日 浄化槽汚泥：33KL/日） 

       ↓基幹的設備改良工事により処理能力の変更（平成 30 年度） 

変更後：96ＫL/日（し尿：42KL/日 浄化槽汚泥：54KL/日） 

処理方式 

当 初：高負荷脱窒素処理方式＋高度処理（ろ過＋活性炭吸着） 

       ↓下水道接続工事により処理方式の変更（平成 28 年度） 

変更後：高負荷脱窒素処理方式＋下水道放流 

プロセス用水の種類 上水 

処理水質 

ＢＯＤ ： 600ｍｇ/L 以下 

ＳＳ  ： 600ｍｇ/L 以下 

Ｔ－Ｎ ： 240ｍｇ/L 以下 

Ｔ－Ｐ ：  32ｍｇ/L 以下 
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（２）搬入実績 

糸島市し尿処理センターの令和２年度～令和６年度のし尿及び浄化槽汚泥の

搬入実績等を以下に示します。 

 

① し尿搬入量 

し尿搬入量は減少傾向で推移しています。 

令和６年度搬入量実績（365 日平均）は 37.2KL/日で、令和２年度に対して

87.3％の搬入量となっています。 

 

② 浄化槽汚泥搬入量 

浄化槽汚泥搬入量は概ね横ばいで推移しています。 

令和６年度搬入量実績（365 日平均）は 45.7KL/日で、令和２年度に対して

101.0％の搬入量となっています。 

 

③ 総搬入量 

総搬入量はし尿の減少傾向を反映して減少傾向で推移しています。 

令和６年度搬入量実績（365 日平均）は 82.9KL/日で、令和２年度に対して

94.4％の搬入量となっており、施設処理能力（96KL/日）に対する搬入率は

86.4％となっています。 

 

④ 浄化槽汚泥混入率（総搬入量に対する浄化槽汚泥搬入量の占める割合） 

令和６年度における搬入し尿と搬入浄化槽汚泥の割合は、し尿 44.9％、浄化

槽汚泥 55.1％となっています。 

 

し尿及び浄化槽汚泥の搬入量と搬入割合 

項 目 単 位 し尿搬入量 浄化槽汚泥搬入量 総搬入量 

計画値 KL/日 42.0（43.7%） 54.0（56.3%） 96.0（100.0%） 

令和６度実績 KL/日 37.2（44.9%） 45.7（55.1%） 82.9（100.0%） 
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搬入実績 

 
※閏年…令和５年度 

※総排出量の搬入率…計画処理量 96KL/日に対する日平均の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R２ R３ R４ R５ R６

搬入量 KL/年 15,552 14,959 14,261 13,841 13,584

日平均 KL/日 42.6 41.0 39.1 37.8 37.2

混入率 % 48.5 46.9 46.2 45.5 44.9

増加指数 % 100 96.2 91.7 89 87.3

搬入量 KL/年 16,509 16,941 16,578 16,551 16,670

日平均 KL/日 45.2 46.4 45.4 45.2 45.7

混入率 % 51.5 53.1 53.8 54.5 55.1

増加指数 % 100 102.6 100.4 100.3 101.0

搬入量 KL/年 32,061 31,900 30,839 30,392 30,254

日平均 KL/日 87.8 87.4 84.5 83.0 82.9

搬入率 % 91.5 91.0 88.0 86.5 86.4

増加指数 % 100 99.5 96.2 94.8 94.4

総排出量

項　目 単位
年　度

し尿

浄化槽汚泥
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５．水域環境及び水質保全に関する状況 

本市では、河川などの水質検査は昭和 57年度から実施し、現在は、河川・溜池な

どの生活環境項目（ＢＯＤ・ＳＳ・ＣＯＤ・窒素・リン・アンモニア性窒素など 11

項目）を毎年１月頃に行っており、その水質測定結果を次表に示します。 

令和６年度の調査でも河川の水質は改善が進んでいます。 

 

河川水質検査結果（ＢＯＤの結果） 

測定場所 

年 度 

R２ R３ R４ R５ R６ 

瑞梅寺川 

 高田 久保田橋 
0.4 2.3 1.0 0.9 1.2 

雷山川 

 潤 潤橋 
0.7 1.2 1.4 1.4 1.4 

長野川 

 神在 堂山橋 
0.6 2.0 1.2 0.9 1.3 

長野川 

 本 犬丸橋 
0.7 2.7 2.0 1.2 1.0 

浦志川 

 浦志 糸島保健福祉事務所 
0.4 2.0 0.8 1.4 1.6 

福吉川 

 吉井 福吉新橋・福吉みなと橋 
0.9 1.9 ― ― ― 

柳川 

 深江 新町橋 
0.4 1.5 1.3 1.3 2.6 

一貴山川 

 深江 福永橋 
0.7 1.7 0.7 0.7 1.3 

羅漢川 

 田中 蔵床橋 
1.0 2.1 4.6 5.9 1.9 

桜井川 

 桜井 桜井自治会館付近 
0.5 2.1 1.0 1.2 2.0 

初川 

 大石 大石橋 
2.0 11.0 3.6 1.9 2.2 

小金丸川 

 小金丸 志摩橋 
1.4 1.3 2.5 1.6 1.6 

沖田川 

 御床 松原橋 
0.5 1.6 1.0 1.5 1.9 
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６．我が国における生活排水処理の現状 

１）全国の生活排水処理形態人口 

我が国における生活排水処理形態別人口の推移は、次表に示すように全国的な動

向としては下水道による水洗化と合併処理浄化槽の整備が進む一方、単独処理浄化

槽人口、計画収集人口、自家処理人口が減少する傾向となっています。 

なお、浄化槽法の改正により、平成 13 年 4 月から単独処理浄化槽の新設ができ

ないため、今後も単独浄化槽人口の減少が顕著になると考えられます。 

ここで、本市の令和６年度末の浄化槽水洗化率は 23.7％で、令和５年度末の全国

平均値 16.3%より高くなっており、全国平均と比較して単独浄化槽人口の比率が低

く、合併処理浄化槽人口の比率が高い状況にあります。 

また、本市の令和６年度末の水洗化率は 91.0％（P81 参照）で、令和５年度末の

全国平均値 96.3％を下回っています。 

以上のことから、本市においては、全国平均に比べて合併処理浄化槽人口及び計

画収集人口の割合が高く、公共下水道人口及び単独処理浄化槽人口の割合が低いこ

とがわかります。 

 

全国のし尿処理形態別人口の推移 

 
※令和２年度までの「浄化槽人口」には、集落排水施設等人口を含んでいる。 

※「浄化槽水洗化率」は、コミュニティプラント人口を除いた数値で計算しており、令和２年度までは集

落排水施設等人口を含めて計算している。 

資料：環境省「日本の廃棄物処理 令和５年度版」 
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２）全国の生活雑排水処理の状況 

我が国における生活雑排水は公共下水道、コミュニティ・プラント、農業集落排

水施設、漁業集落排水施設、合併処理浄化槽等により処理され、残りの生活雑排水

は未処理のまま河川等に放流されています。 

特に、し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、生活雑排水が未処理のまま放流さ

れており、河川に対する汚濁負荷量（ＢＯＤで換算）は、単独処理浄化槽が合併処

理浄化槽に対して約８倍であることから、生活雑排水の水質へ与える影響が大きく、

水質汚濁の要因の一つとなっています。 

なお、生活排水とは、人が日常生活を行う過程で発生させる汚水であり、大きく

し尿と生活雑排水に分けられ、更に生活雑排水は風呂排水、洗濯排水、台所排水等

に分けられます。 

 

※汚水衛生処理率 

下水道、集落排水施設等処理人口は、実際に利用している人口です。 

 

※汚水処理人口普及率 

下水道・集落排水施設等処理人口は、供用開始されている区域の人口であり実際

に利用しているかは問いません。また、合併処理浄化槽人口には、下水道、集落排

水施設等の供用開始区域の人口を含みません。 
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３）全国の汚水衛生処理率の状況 

全国の汚水衛生処理率は、令和５年度で 89.5％となっており、本市の実績では令

和 5年度で 90.2％と全国の汚水衛生処理率を若干上回っています。 

 

 
資料：総務省「令和５年度 汚水衛生処理率」 

 

 

 

 

 

 

  

全　国 福　岡 糸　島

行政区域内人口 人 124,885,175 5,095,379 103,655

公共下水道人口 人 96,778,953 4,134,354 69,328

農集処理人口 人 2,465,324 40,577 3,746

漁集処理人口 人 111,655 4,106 144

林集処理人口 人 1,874 0 0

簡排処理人口 人 1,173 0 0

小排処理人口 人 4,415 71 0

コミプラ処理人口 人 154,686 5,756 0

浄化槽人口 人 12,245,320 479,312 20,270

合　計 人 111,763,400 4,664,176 93,488

汚水衛生処理率 % 89.5 91.5 90.2

下水道処理率 % 77.5 81.1 66.9

区　分 単位
令和５年度
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※｢行政区域内人口｣は住民基本台帳人口、｢処理人口｣は現在水洗便所設置済人口、 

｢農集｣は農業集落排水施設、｢漁集｣は漁業集落排水施設、｢林集｣は林業集落排水施設、 

｢簡排｣は簡易排水施設、｢小排｣は小規模集合排水処理施設、｢コミプラ｣はコミュニティ・プラント、 

｢特定地域｣は特定地域生活排水処理施設、｢個別排水｣は個別排水処理施設 

資料：総務省「令和５年度 汚水衛生処理率」 

 

  

汚水衛生処理率の状況（令和５年度）

（単位：人、％）

都　道 行政区域内 公共下水道 農集処 漁集処 林集処 簡排処 小排処 コミプラ 浄 化 槽 合　　計 汚水衛生 下水道

府　県 人　　口 処理人口 理人口 理人口 理人口 理人口 理人口 処理人口 処理人口 処理率 処理率

うち特 うち個 B+C+D+E+F+

A B C D E F G H I 定地域 別排水 G+H+I=J J/A×100 B/A×100

北 海 道 5,093,983    4,552,510    49,356     7,459   -       -       -       -       133,366    6,028    40,326   4,742,691       93.1 89.4

青 森 1,205,578    653,320      76,131     5,364   -       43      279     -       133,820    3,548    -        868,957         72.1 54.2

岩 手 1,172,349    667,876      69,384     8,088   -       -       42      3,472   160,042    33,420   7,585    908,904         77.5 57.0

宮 城 2,242,389    1,788,784    47,708     856     -       -       -       1,586   174,977    42,863   1,108    2,013,911       89.8 79.8

秋 田 924,620      540,155      63,556     1,649   112     135     148     -       123,873    16,996   285      729,628         78.9 58.4

山 形 1,027,509    744,819      62,446     740     -       58      36      -       95,928     13,461   616      904,027         88.0 72.5

福 島 1,795,219    887,381      94,482     -       749     124     21      -       442,706    14,881   474      1,425,463       79.4 49.4

茨 城 2,865,690    1,703,355    127,769    548     -       -       -       7,142   519,776    12,430   -        2,358,590       82.3 59.4

栃 木 1,916,787    1,236,225    64,785     -       -       -       31      851     289,051    4,622    -        1,590,943       83.0 64.5

群 馬 1,919,232    978,274      93,314     -       -       -       -       18,572  419,801    20,214   476      1,509,961       78.7 51.0

埼 玉 7,378,639    5,916,169    72,385     -       -       -       -       854     734,634    25,592   -        6,724,042       91.1 80.2

千 葉 6,310,158    4,687,858    39,352     -       -       -       -       7,701   820,666    2,801    -        5,555,577       88.0 74.3

東 京 13,911,902   13,863,907   1,701      244     -       -       -       2,377   29,831     4,005    6,639    13,898,060      99.9 99.7

神 奈 川 9,208,688    8,840,007    2,665      -       -       -       -       -       138,383    3,094    1,170    8,981,055       97.5 96.0

新 潟 2,137,672    1,509,120    106,264    1,594   38      -       33      -       146,797    7,203    826      1,763,846       82.5 70.6

富 山 1,019,004    837,784      69,114     1,908   87      -       80      704     33,223     429      747      942,900         92.5 82.2

石 川 1,109,226    890,149      45,832     2,149   64      -       215     2,082   44,151     8,289    687      984,642         88.8 80.2

福 井 752,390      580,409      68,308     6,236   195     -       49      -       35,917     1,351    970      691,114         91.9 77.1

山 梨 806,369      497,228      12,362     -       -       -       32      2,429   129,277    5,436    205      641,328         79.5 61.7

長 野 2,028,135    1,640,185    134,373    -       65      151     515     974     129,402    12,425   1,084    1,905,665       94.0 80.9

岐 阜 1,967,862    1,329,098    85,158     -       -       238     751     4,149   263,559    3,132    2,319    1,682,953       85.5 67.5

静 岡 3,606,469    2,190,838    23,171     1,264   -       -       -       11,112  697,214    7,860    -        2,923,599       81.1 60.7

愛 知 7,500,882    5,696,877    121,278    1,630   -       -       -       9,207   827,966    -        -        6,656,958       88.7 75.9

三 重 1,757,527    956,393      75,510     3,869   -       38      -       3,503   424,031    26,762   39,370   1,463,344       83.3 54.4

滋 賀 1,410,534    1,244,731    54,351     -       37      -       18      1,847   49,025     -        6,528    1,350,009       95.7 88.2

京 都 2,488,075    2,300,504    32,901     1,341   30      63      49      87      56,014     12,742   134      2,390,989       96.1 92.5

大 阪 8,775,708    8,305,951    560        108     -       -       -       -       158,615    4,436    133      8,465,234       96.5 94.6

兵 庫 5,426,863    5,007,788    111,431    3,642   -       -       337     45,888  96,992     118      5,600    5,266,078       97.0 92.3

奈 良 1,315,207    1,019,773    4,680      -       -       19      -       577     80,576     986      -        1,105,625       84.1 77.5

和 歌 山 913,297      208,684      27,753     4,676   176     39      56      1,556   345,657    1,371    172      588,597         64.4 22.8

鳥 取 540,207      371,427      77,754     2,542   143     -       521     389     31,288     4,141    27       484,064         89.6 68.8

島 根 650,624      299,584      68,436     11,668  -       212     433     3,803   108,768    27,089   1,593    492,904         75.8 46.0

岡 山 1,851,125    1,195,187    29,363     770     39      -       223     -       312,159    7,361    672      1,537,741       83.1 64.6

広 島 2,750,540    2,054,535    37,082     3,275   -       -       -       702     320,919    17,787   832      2,416,513       87.9 74.7

山 口 1,310,109    863,185      42,192     7,695   30      -       -       70      214,996    1,580    129      1,128,168       86.1 65.9

徳 島 710,012      104,960      15,361     309     67      -       -       3,486   324,138    4,162    -        448,321         63.1 14.8

香 川 948,585      397,962      10,140     588     -       -       -       357     322,941    7,112    -        731,988         77.2 42.0

愛 媛 1,312,298    694,376      29,187     2,323   -       -       -       577     304,723    9,765    54       1,031,186       78.6 52.9

高 知 675,623      237,416      13,957     700     -       16      25      1,438   233,332    3,403    -        486,884         72.1 35.1

福 岡 5,095,379    4,134,354    40,577     4,106   -       -       71      5,756   479,312    29,872   627      4,664,176       91.5 81.1

佐 賀 801,051      459,385      45,230     2,782   -       -       16      102     146,441    50,385   58       653,956         81.6 57.3

長 崎 1,289,994    778,475      34,058     6,301   -       -       88      4,885   206,655    2,259    -        1,030,462       79.9 60.3

熊 本 1,728,098    1,162,448    47,456     4,135   42      37      186     1,264   272,749    22,650   391      1,488,317       86.1 67.3

大 分 1,112,827    555,710      21,520     2,980   -       -       160     528     271,142    6,468    -        852,040         76.6 49.9

宮 崎 1,058,710    597,400      35,490     1,963   -       -       -       -       262,247    12,260   -        897,100         84.7 56.4

鹿 児 島 1,576,361    640,388      28,050     2,752   -       -       -       4,659   604,866    7,234    -        1,280,715       81.2 40.6

沖 縄 1,485,669    956,009      51,391     3,401   -       -       -       -       93,374     -        -        1,104,175       74.3 64.3

計 124,885,175 96,778,953 2,465,324 111,655 1,874 1,173 4,415 154,686 12,245,320 510,023 121,837 111,763,400     89.5 77.5

/A×100 77.5 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 9.8 0.4 0.1 89.5
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７．生活排水処理の課題 

本市における生活排水処理に関する課題事項を、以下に整理しました。 

これまで実施してきた公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排

水事業、漁業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業（補助対象事業）と工場排

水の規制等により、公共用水域の水質は改善傾向にありますが、依然として一般家庭

から未処理のまま流される生活雑排水などによる水質汚濁が見られます。更に改善

を進めるためには、公共下水道等への接続率の向上と合併処理浄化槽の普及促進等

を図る必要があります。  

 

１）生活排水処理施設の整備  

本市の生活排水処理は、公共下水道、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排

水事業及び漁業集落排水事業の推進、合併処理浄化槽の設置補助、し尿処理施設の

整備等により、生活排水処理施設の整備を推進してきましたが、河川等の水質汚濁

の原因ともなっているし尿以外の生活雑排水については、行政区域内人口の 9.5％

にあたる 9,830人が、未処理のままで放流しているのが現状です。 

なお、令和６年度の汚水衛生処理率は 90.5％に達していますが、福岡県平均

91.5％（令和５年度）を下回っています。※全国平均 89.5％ 

よって、公共下水道、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業

集落排水事業の事業計画区域以外の地区の生活排水処理の方策としては、合併処理

浄化槽等による個別処理がありますが、河川等の水質汚濁を防止し、快適な生活環

境を形成するためにも、地理的条件や人口の密集度等の地域特性を踏まえつつ、生

活排水の処理を更に推進していく必要があります。 

 

２）公共下水道事業 

本市の公共下水道事業は、前原地区は昭和 58年度、可也引津地区は平成 24 年度

にそれぞれ事業着手し、着実に事業を進めてきた結果、令和６年３月末の下水道処

理区内人口普及率（全人口に占める供用開始された下水道処理区域内の人口の割合）

は 69.0％、水洗化率（下水道処理区域内人口に占める水洗化人口の割合）は 96.7％

に達しています。 

今後は、公共下水道事業の事業計画区域内の未整備箇所について、土地利用動向

等を勘案し、計画的・効率的に下水道整備を進めるとともに、供用開始された下水

道処理区域内の未接続世帯については、接続率を向上させるように啓発を進め、速

やかに下水道に接続するよう指導していく必要があります。 

あわせて、下水道処理区として事業計画区域については、計画的に整備を進めて

いく必要があります。 
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３）農業集落排水事業 

現在供用を開始している７地区については、接続率を向上させるように啓発を進

めていく必要があります。 

 

４）合併処理浄化槽設置整備事業 

合併処理浄化槽の設置については、新設又は汲み取り便槽・単独処理浄化槽の切

り換えなどに対し補助金を交付しているものの、個人負担が大きいことから、近年、

増加数が鈍化傾向にあり、さらなる汚水衛生処理率の向上のため、合併処理浄化槽

の新たな支援制度の検討が必要です。 

 

５）合併処理浄化槽の適正管理の啓発 

合併処理浄化槽については、市民や事業者が定期的な清掃や保守点検を行い、浄

化機能の低下を招かないよう管理していくことが重要となります。 

また、合併処理浄化槽においては、浄化槽法第７条と第 11 条に基づく処理水質

の検査のほか、年に１回の清掃及び定期的な保守点検が義務づけられていますが、

合併処理浄化槽の維持管理は所有者に委ねられているため、適切な維持管理が徹底

されていないことも課題事項となっています。 

よって、機能の低下による周辺環境への影響を考慮し、維持管理の実施状況の正

確な把握と、適正な維持管理が行われていない合併処理浄化槽への対応策の検討が

必要です。 

 

６）収集・運搬 

し尿及び浄化槽汚泥の収集量は、経年的に減少傾向にあり、将来的には公共下水

道事業などの事業推進に伴い更に減少する傾向となることが想定されます。そのた

め、今後の排出状況を鑑みた収集・運搬のあり方を検討していく必要があります。 

 

７）し尿処理施設の維持管理 

し尿及び浄化槽汚泥を処理する糸島市し尿処理センターは、平成 28 年度に下水

道への接続工事を行い、その後、平成 30 年度に施設の基幹的設備改良工事を実施

し、施設の延命化を図っています。しかし、供用開始後 29 年が経過していること

から、今後も適正な補修等に努め、継続的な維持管理を行っていく必要があります。 
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第６章 生活排水処理基本計画 

 

１．生活排水処理に係る理念・目標 

本市では、都市化の進行とともに河川や水路の水質汚濁が進み、農業や漁業に影響

を及ぼしてきました。更に、近年では生活様式の変化に伴い、汚濁物質の度合いは著

しく、小河川や水路・ため池等では夏場には悪臭を放つ所さえあります。 

本来、川には魚をはじめとする水生生物の姿が見られ、泳ぎ・遊び・戯れることが

できるものでなければなりません。これが人の心を豊かにし、情緒を育み、健やかな

子どもの成長の糧となるものであります。人は誰しも美しいものを望み、美しいもの

に感動します。しかしながら、現実の生活の中で利便性を追求するあまり知らず知ら

ずのうちに環境破壊の加害者となっています。 

つまり、人間は元来良好な環境を好み、望むものであるという基本的認識を確認し、

その人間本来の性質に依拠し、市民自らの責務として、環境問題の解決を図ることが

本市の環境行政の基本姿勢です。 

生活排水についても、この姿勢を基本に汚濁の著しい中心市街地から公共下水道

などの整備を行い、周辺地域にはその地域に最も適合した事業を実施することとし、

将来はすべての市民が生活排水の垂れ流しを行わず、鮎が生息し、蛍が群れ遊ぶ清流

を取り戻すように努めます。 

 

２．生活排水処理の必要性 

我が国における最近の水質汚濁状況は、水質汚濁防止法の施行により、工場、事業

所の排水規制措置が功を奏し改善されてきてはいますが、環境基準を達成していな

い水域も残っています。 

特に、湖沼、内湾、内海等の閉鎖性水域や都市内の中小河川では、環境基準の達成

率が低く、農村地域では生活雑排水による農業用水路等の水質汚濁が問題となって

います。 

こうした汚濁状況の背景としては、生活排水処理の中で大きな負荷量を占める生

活雑排水が未処理で放流されていることが大きな要因と考えられます。 

このような状況から、身近な生活環境や公共用水域の水質保全を図る上で、生活排

水対策の必要性がますます高くなっています。 
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３．生活排水処理の歴史的変遷 

近年のように廃棄物行政が環境衛生の面から問題視されるようになったのは、明

治初期にコレラ、腸チフス等の伝染病の流行に見舞われたのが発端となっています。 

政府は伝染病の原因が汚物問題にあると考え、その予防対策として明治 33年「汚

物掃除法」を制定しました。この法律は汚物の「移動」を主目的としており、その処

理、処分の方法は主として農地還元、海洋投棄、低地埋立などでありました。 

その後、化学肥料の急速な普及とともに、今まで農地還元という位置付けで埋立処

分されていたし尿は処理が必要となり、こうした問題を受け政府は昭和 29 年、汚物

の衛生的な処理と公衆衛生の向上を目的とした「清掃法」を制定することとなりまし

た。 

昭和 45年の「清掃法」を全面的に改正した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（廃棄物処理法）」が制定されて以降、近年の窒素・りん等の排出基準強化、ふっ素・

ほう素の排出基準設定など、水質規制を取り巻く状況も年々変化してきており、様々

な自治体において施設の維持管理方法の改善や、施設改良・更新などが行われていま

す。 

また、循環型社会形成推進基本法をはじめ、廃棄物・リサイクル関連の法整備が進

む中、し尿等処理施設においても従来の衛生処理の観点から、平成 10年以降は資源

化設備を兼ね備えた「汚泥再生処理センター」のみが国庫補助対象となり、平成 17

年度に創設された循環型社会形成推進交付金制度にも適用されています。 

また、し尿及び浄化槽汚泥の海洋投棄についても「1972 年の廃棄物その他の物の

投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996 年の議定書」（ロンドン条約 96 年

議定書）を踏まえて施行された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋

汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」（平成 14 年政

令第 2号）により、新たなし尿及び浄化槽汚泥を海洋投棄することが禁止され、同時

にこれまで海洋投棄を実施していた者についても平成 19年２月以降より禁止されて

います。 
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４．基本方針 

本市では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁

業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業の推進に努めてきた結果、令和６

年度末で汚水衛生処理率は 90.5％となっています。 

生活排水を適正に処理することは、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、快適

な生活環境を確保していく上で、最も重要な基本的要件となっています。 

しかしながら、単独処理浄化槽や汲み取り便槽など生活雑排水が未処理である人

口も 9.5％と、依然と高い割合で残っており、水環境への影響、水質汚濁に占める生

活排水の割合は、未だ大きいものになっています。 

このため、生活排水処理の推進のために、今後も引き続き公共下水道事業、特定環

境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及び合併処理浄化槽設

置整備事業の推進に努めるとともに、市民、事業者の生活排水処理に対する関心を高

め、水環境保全の重要性についてより一層啓発していく必要があります。 

以上のことから、本市の生活排水処理に係る基本理念の実現に向けて、生活排水を

適正処理し、環境への負荷低減を図るための基本方針を以下の通り設け、市民の理解

を得ながら、経済的・効率的な生活排水対策を進めます。 

 

 

★ 基本方針１ ：  公共下水道への接続率の向上及び施設整備の推進 

★ 基本方針２ ：  農業集落排水施設への接続率の向上 

★ 基本方針３ ：  合併処理浄化槽の普及促進 

★ 基本方針４ ：  現施設の適正な維持管理を継続 

★ 基本方針５ ：  市民に分かりやすい生活排水処理事業の展開 
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 基本方針１：公共下水道への接続率の向上及び施設整備の推進 

公共下水道の事業計画区域においては、残る未整備箇所の整備推進を図るととも

に、既に供用開始されている区域内での未水洗化世帯については、公共下水道への早

期接続するように啓発・指導を行います。 

 

 基本方針 2：農業集落排水施設への接続率の向上 

農業集落排水区域内にある家屋等については、農業集落排水処理施設へ接続する

ように啓発・指導を行います。 

 

 基本方針 3：合併処理浄化槽の普及促進 

公共下水道事業や農業・漁業集落排水事業などの集合処理区域外の地域において

は、合併処理浄化槽の整備を、更に普及させていくものとし、汲み取り便槽及び単独

処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換することに対しても、啓発・促進を行います。 

また、合併処理浄化槽の普及を促進するとともに、市民・事業者に対して浄化槽の

定期的な清掃や保守点検による適正管理を呼びかけます。 

 

 基本方針４：現施設の適正な維持管理を継続 

本市が保有している生活排水処理に関する処理施設については、これまで同様に

適正な維持管理を継続していく方針とします。 

また、発生するし尿・浄化槽汚泥を速やかに収集し，適正に処理します。 

 

 基本方針５：市民に分かりやすい生活排水処理事業の展開 

発生源（台所等）における汚濁負荷削減等について啓発するとともに、生活排水処

理対策が果たす役割や効果、生活排水の安定した適正処理の必要性について、分かり

やすく市民に伝え、市民１人１人が水環境保全に向けた取組に参加できる環境を整

備する方針とします。 
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５．計画目標年度 

本計画は長期的視点に立脚した検討が必要であることから、ごみ処理基本計画と

同様、計画目標年は 10 年後の 令和 17 年度として設定し、今後 10 年間の生活排水

処理に関する基本方針を示します。 

また、計画区域は現在の本市の行政区域全域（前原地域、志摩地域、二丈地域の行

政区域全般）とします。 

なお、本計画は計画の前提となる諸条件に変動があった場合に見直しを行うもの

とします。 

 

 

○ 計画対象地域 ： 行政区域内全域 

○ 基準年度   ： 令和６年度（数値に対する基準年度） 

○ 計画期間   ： 令和８年度～令和１７年度（10 年間） 

○ 計画目標年次 ： 令和１７年度 

○ 中間目標年度 ： 令和１２年度 
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６．し尿及び浄化槽汚泥の排出量の見込み 

１）生活排水処理形態別人口の推計 

汚水衛生処理率の向上を目標として，目標年度の処理形態別人口は，次のように

設定します。 

今後、公共下水道等の事業の推進、汲み取り便槽及び単独処理浄化槽を合併処理

浄化槽に転換する施策の実施などを積極的に行うことにより、本計画目標年次であ

る令和 17年度の汚水衛生処理率は 97.2％になると推測されました。 

なお、農業集落排水処理区域のうち、怡土処理区を令和 10 年度に、長糸処理区

及び西堂処理区を令和 12 年度に公共下水道の前原処理区へ編入する予定となって

います。 

 

 
※実績については各年度末人口 

  

公共下水道人口 農業集落排水人口 漁業集落排水人口 合併浄化槽人口 単独浄化槽人口 自家処理人口 計画収集人口

Ｒ2 102,434 67,069 3,797 159 19,910 484 0 11,015 88.8

Ｒ3 102,936 68,256 3,827 152 19,425 483 0 10,793 89.0

Ｒ4 103,562 68,870 3,775 148 20,300 459 0 10,010 89.9

Ｒ5 103,655 69,328 3,746 144 20,270 454 0 9,713 90.2

Ｒ6 103,984 69,992 3,707 136 20,319 450 0 9,380 90.5

Ｒ7 104,368 70,123 3,671 136 20,549 442 0 9,447 90.5

Ｒ8 104,468 70,899 3,637 136 20,720 434 0 8,642 91.3

Ｒ9 104,968 71,674 3,602 136 20,894 426 0 8,236 91.7

Ｒ10 105,140 74,483 2,101 136 21,068 418 0 6,934 93.0

Ｒ11 105,312 75,241 2,077 136 21,244 410 0 6,204 93.7

Ｒ12 106,000 77,055 774 136 21,422 402 0 6,211 93.8

Ｒ13 105,967 77,583 758 136 21,601 394 0 5,495 94.4

Ｒ14 105,934 78,111 741 136 21,782 386 0 4,778 95.1

Ｒ15 105,901 78,638 725 136 21,964 377 0 4,061 95.8

Ｒ16 105,868 79,165 709 136 22,147 369 0 3,342 96.5

Ｒ17 105,834 79,708 676 136 22,333 361 0 2,620 97.2

年度

生活排水処理形態別人口
汚水衛生
処理率

実
績

見
通
し

行政区域内
人口
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２）し尿及び浄化槽汚泥量の推計 

（１）設定方法 

し尿及び浄化槽汚泥の発生量は、人口の変動の他、集合処理施設の整備、合併

処理浄化槽の普及等の行政施策によって変動します。 

ここでは、先に予測した生活排水処理形態別人口を基に設定し、将来のし尿及

び浄化槽汚泥の発生量を設定するものとします。 

 

（２）発生原単位 

本市の過去３年間（令和４年度～令和６年度）のし尿及び浄化槽汚泥量（単独・

合併処理浄化槽汚泥量の合計）の実績より算出しましたが、「汚泥再生処理セン

ター等整備の計画・設計要領 2006 改訂版」による発生原単位（１人１日平均排

出量）と乖離しているため、本市実績を採用することとしました。 

 

項 目 参考値 本 市 

し尿 2.26Ｌ/人・日 3.92Ｌ/人・日 

単独処理浄化槽汚泥 1.11Ｌ/人・日 
2.19Ｌ/人・日 

合併処理浄化槽汚泥 2.61Ｌ/人・日 

 

（３）目標年度のし尿・汚泥量 

本市における将来のし尿及び汚泥の発生量は、次のとおりです。また、目標年

度（令和 17 年度）においては、合併処理浄化槽の普及を促進することにより浄

化槽汚泥の割合が増加し、し尿量の割合よりも大きくなります。 
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７．生活排水処理に関する目標の設定 

本計画の生活排水処理に関する基本方針に基づき、公共下水道事業については、事

業を推進するとともに、未接続世帯の接続を促進します。 

また、農業集落排水事業においても、未接続世帯の接続を促進します。 

更に、合併処理浄化槽設置整備事業を推進することで、全市域において水洗化を進

め、生活雑排水の未処理放流をなくしていきます。 

ここで、生活排水の適正処理の進捗率を表す指標として、「汚水衛生処理率」を用

い、目標年次である令和 17 年度と中間目標年である令和 12 年度の目標値を設定し

ます。 

基準年である令和６年度の汚水衛生処理率 90.5％に対して、中間目標年の令和 12

年度には 3.3％増加の 93.8％、計画目標年度である令和 17 年度には 6.7％増加の

97.2％に達成させることを目指すものとします。 

 

 

計画目標年次：令和１７年度 

 達成目標値 

 【汚水衛生処理率】97.2％まで引き上げ（令和６年度実績：90.5％） 
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８．し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

１）収集・運搬計画 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬計画では、以下の方針を実施していくものとし

ます。 

 

 

◆現行の収集運搬体制を継続します 

 

 

（１）し尿の収集・運搬 

し尿については、公共下水道等の普及により年々減少していますが、今後も継

続して、し尿の収集・運搬を行う必要があります。本市においては許可業者によ

る定期的な収集を行っていますが、これを今後も引き続き行います。 

更に、今後、公共下水道等の普及により汲み取り便槽世帯が広範囲に点在する

状況がますます進むことが見込まれるため、安定的・効率的な収集に努めます。 

 

（２）浄化槽汚泥の収集・運搬  

浄化槽汚泥（合併処理浄化槽汚泥・単独処理浄化槽汚泥）については、今後も

継続して収集を行う必要があります。 

現在、汚泥の収集は許可業者が行っており、今後も許可業者による収集を継続

しますが、し尿の収集状況と合わせて、糸島市し尿処理センターに搬入される汚

泥量の平準化を図る必要があります。 

また、合併処理浄化槽汚泥は増加傾向で、単独処理浄化槽汚泥は減少傾向にあ

ると考えられ、この傾向は今後も進んでいくものと考えられます。 

そのために収集される汚泥の質が変わっていく可能性があるため、その影響に

ついて検討していく必要があります。 
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２）中間処理・最終処分計画 

中間処理及び最終処分計画では、以下の方針を実施していくものとします。 

 

 

◆施設の適切な維持管理の継続 

 

 

（１）施設の適切な維持管理を継続 

適切な維持管理を継続することはもとより、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」施行規則第５条に基づく精密機能検査を継続して実施することにより、施

設状況及び処理機能を把握した上で、適切な運転管理を行っていくものとします。 

 

（２）終末処理場で発生する汚泥の利活用の検討 

前原下水管理センターにおける汚泥処理は、現在、流入した汚泥を濃縮し、消

化によって処理を行い、発生した汚泥は脱水を行っています。消化工程で発生し

た消化ガスは消化槽の加温のみ利用されています。 

国では「下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル」（平成 28 年

３月 国土交通省）を策定し、下水処理場でのバイオマス利活用を進めています。 

そのため、本市でも終末処理場の維持管理と合わせて、消化ガスの利活用につ

いて調査・研究を行い、実施していくものとします。 
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９．市民等に対する広報・啓発活動計画 

１）市民・事業者に対する啓発活動 

（１）啓発活動 

本市では、雷山川を初め数多くの河川が市内を流れていることから、生活排水

の流入による河川の環境負荷を低減していく必要があります。 

したがって、生活排水処理事業の重要性を、わかりやすく市民へ伝えることを

目的とした啓発活動を推進していくものとします。 

 

① 水環境保全の出前講座の検討 

生活排水処理の状況や水環境保全に関する出前講座を実施し、水環境保全の

重要性を理解してもらう場を創設します。 

 

② 環境教育の実施 

次世代に市内の自然環境に親しんでもらう場として、河川等の自然観察会の

イベントを開催しています。 

また、県などと協働して小中学生や市民ボランティアを募り、清掃活動を実

施し、河川の水質汚濁防止に関する意識向上を図る場を創設します。 

 

（２）各種設備に関する啓発活動 

公共下水道事業区域では、接続率が令和６年度末実績で 96.7％となっている

ため、今後も継続して市民・事業者へ啓発・指導を行い、公共下水道への接続を

促していくものとします。 

また、農業集落排水事業区域では、接続率が令和６年度末実績で 86.3％となっ

ているため、今後も継続して市民・事業者へ啓発・指導を行い、農業集落排水処

理施設への接続を促していくものとします。 

更に、汲み取り便槽及び単独処理浄化槽設置家屋については、合併処理浄化槽

への転換を促進するものとし、今後も継続した市民・事業者へ啓発・促進を行う

ものとします。 

あわせて、設置済み及び今後整備する合併処理浄化槽については、定期的な保

守点検、清掃及び法定検査の実施の重要性を啓発・指導していくものとし、その

徹底に努めるものとします。 


